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議事日程第１号 

   令和４年10月25日（火曜日）午前10時開議 

 第１ 会期の決定 

 第２ 会議録署名議員の指名 

 第３ 認定第１号、認定第２号及び議案第１号、議 

    案第２号並びに報告第１号 

     提案理由の説明・総括質疑 

 第４ 一般質問 

 第５ 認定第１号（質疑・討論・採決） 

 第６ 認定第２号（質疑・討論・採決） 

 第７ 議案第１号（質疑・討論・採決） 

 第８ 議案第２号（質疑・討論・採決） 

 ──―――――――――――――――――――――――――- 

会議に付した事件 

 日程第１ 会期の決定 

 日程第２ 会議録署名議員の指名 

 日程第３ 認定第１号 令和３年度久慈広域連合一 

   般会計歳入歳出決算 

  認定第２号 令和３年度久慈広域連合介護保険特 

   別会計歳入歳出決算 

  議案第１号 令和４年度久慈広域連合一般会計補 

   正予算（第１号） 

  議案第２号 令和４年度久慈広域連合介護保険特 

   別会計補正予算（第１号） 

  報告第１号 令和３年度久慈広域連合一般会計繰 

   越明許費繰越計算書の報告について 

 日程第４ 一般質問 

 日程第５ 認定第１号 令和３年度久慈広域連合一 

   般会計歳入歳出決算 

 日程第６ 認定第２号 令和３年度久慈広域連合介 

   護保険特別会計歳入歳出決算 

 日程第７ 議案第１号 令和４年度久慈広域連合一 

   般会計補正予算（第１号） 

 日程第８ 議案第２号 令和４年度久慈広域連合介 

   護保険特別会計補正予算（第１号） 

 ──―――――――――――――――――――――――――- 

出席議員（12名） 

 １番 大 上   智君 ２番 森 田 幸 一君 

 ３番 小野寺   豊君 ４番 野 﨑 泰 斗君 

 ５番 信 田 義 朋君 ６番 南   一 郎君 

 

 

 

 ８番 下 舘 岩 吉君 ９番 小 倉 利 之君 

 10番 二 子 賢 一君 11番 黒 沼 繁 樹君 

 13番 佐々木 栄 幸君 14番 城 内 仲 悦君 

欠席議員（２名） 

 ７番 金 沢 秀 男君 12番 泉 川 博 明君 

 ──―――――――――――――――――――――――――- 

事務局職員出席者 

 書  記  藤田 新治  書  記 野中 昭伸 

 書  記  安堵城隼一  書  記 下上 幸紀 

 書  記  村田 有輝 

 ──―――――――――――――――――――――――――- 

説明のための出席者 

広域連合長 遠藤 譲一君 副広域連合長 岡本 正善君 

副広域連合長 小田 祐士君 副広域連合長 柾屋 伸夫君 

監査委員 石渡 高雄君 監査委員事務局長 澤口 紀子君 

事務局長 笹原 賢二君 消 防 長 大粒来輝行君 

会計管理者 畠山 健治君 消防次長 久慈 一志君 

消防次長 中屋敷 亨君 総務企画課長 板垣 俊隆君 

介護保険課長 田髙  慎君 衛生課長 中新井田理君 

久慈消防署長 大沢 一志君 洋野消防署長 森岩 寿人君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    午前10時00分   開会・開議 

○議長（佐々木栄幸君） おはようございます。た

だいまから第11回久慈広域連合議会定例会を開会いた

します。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 欠席の届出は、金沢秀男議員及び泉川博明議員から

ありました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

   諸般の報告 

○議長（佐々木栄幸君） 諸般の報告をいたします。 

 広域連合長から議案の提出があり、お手元に配付し

てあります。 

 次に、監査委員から現金出納検査結果報告８件が提

出され、お手元に配付してあります。 

 次に、広域連合長就任の挨拶のため、発言を求めら

れておりますので、これを許します。 

 遠藤広域連合長。 

○広域連合長（遠藤譲一君）  おはようございます。

第１１回久慈広域連合議会定例会会議録 
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第11回久慈広域連合議会の開催に当たり、一言、ご挨

拶申し上げます。 

 本年３月28日に広域連合長の任期満了に伴う関係市

町村長による選挙が行われ、３期目の広域連合長に選

出されました遠藤譲一でございます。 

 久慈広域連合は介護保険制度の施行に関する事務、

火葬場の管理運営、ごみ処理施設・し尿処理施設の管

理運営及び消防に関する事務など、地域住民の生活に

欠くことのできない業務を行っております。 

 関係市町村の財政状況が一段と厳しくなる中、当地

域は人口減少や少子高齢化、将来起こり得る大規模災

害への備えなど多くの課題を抱えておりますが、関係

市町村のご協力の下、久慈広域連合が取り組むべき施

策について、しっかりと遂行できるよう努めてまいり

ます。 

 今後とも議員各位のご理解とご協力を賜りますよう、

衷心よりお願い申し上げまして、就任に当たっての私

からのご挨拶とさせていただきます。 

 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

   日程第１ 会期の決定 

○議長（佐々木栄幸君） これより本日の議事日程

に入ります。 

 日程第１、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日１日と

いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） ご異議なしと認めます。

よって会期は本日１日と決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

   日程第２ 会議録署名議員の指名 

○議長（佐々木栄幸君） 日程第２、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員に、黒沼繁樹君、城内仲悦君を指名

いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

   日程第３ 提案理由の説明・総括質疑 

○議長（佐々木栄幸君） 日程第３、認定第１号、

認定第２号及び議案第１号、議案第２号並びに報告第

１号を一括議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 畠山会計管理者。 

○会計管理者（畠山健治君） それでは、私からは

今定例会に提案いたしております認定２件の提案理由

についてご説明申し上げます。 

 初めに、決算書１ページをお開き願います。 

 認定第１号「令和３年度久慈広域連合一般会計歳入

歳出決算」であります。 

 ２ページ、３ページをご覧ください。 

 まず、歳入につきまして、ページ下段の歳入合計欄

で申し上げます。 

 令和３年度の予算現額は64億5,538万円で、収入済

額は64億4,802万4,969円となっております。不納欠損

額はゼロ円、収入未済額は50万5,195円となっており

ます。 

 次に、歳出でありますが、４ページ、５ページをご

覧ください。 

 ページ下段の歳出合計欄で申し上げます。 

 支出済額は63億4,745万3,456円、翌年度繰越額は

631万4,000円、不用額は１億161万2,544円となってお

ります。 

 したがいまして、４ページ欄外記載のとおり、歳入

歳出差引き残額１億57万1,513円の剰余金を生じてお

ります。 

 48ページをご覧ください。 

 この剰余金から予算繰越しに伴う翌年度へ繰り越す

べき財源 631万 4,000円を差し引いた実質収支額は

9,425万8,000円であります。 

 次に、49ページをご覧ください。 

 認定第２号「令和３年度久慈広域連合介護保険特別

会計歳入歳出決算」であります。 

 50ページ、51ページをご覧ください。 

 まず、歳入につきまして、ページ下段の歳入合計欄

で申し上げます。 

 令和３年度の予算現額は72億2,149万9,000円で、収

入済額は72億9,063万7,017円となっております。 

 不納欠損額は602万1,770円、収入未済額は1,190万

5,140円となっております。 

 次に、歳出でありますが、52ページ、53ページをご

覧ください。 

 ページ下段の歳出合計欄で申し上げます。 

 支出済額は71億1,906万2,433円で、不用額は１億

243万6,567円となっております。 

 したがいまして、52ページ欄外記載のとおり、歳入
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歳出差引き残額１億7,157万4,584円の剰余金を生じて

おります。 

 以上が、令和３年度久慈広域連合一般会計及び介護

保険特別会計の決算認定案件２件であります。 

 なお、詳細につきましては、附属書類といたしまし

て、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書、財産に関する調書及び別冊の主要な施策の成果を

説明する書類を提出しております。 

 以上で、決算認定案件の説明といたします。 

 よろしくご審議、ご承認を賜りますようよろしくお

願いいたします。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） 笹原事務局長。 

○事務局長（笹原賢二君） 私からは、今定例会に

提案いたしております議案２件の提案理由及び報告１

件について、ご説明申し上げます。 

 初めに、議案第１号「令和４年度久慈広域連合一般

会計補正予算（第１号）」でありますが、今回の補正

は１ページのとおり、既定の予算額から歳入歳出それ

ぞれ2,991万4,000円を減額し、補正後の予算総額を歳

入歳出それぞれ39億2,861万6,000円にしようとするも

のであります。 

 補正の内容でありますが、令和３年度決算剰余金の

計上並びに介護保険特別会計の補正に伴う繰出金の減

額等を計上したものであります。 

 款及び項の補正額は、２ページ、３ページの第１表 

歳入歳出予算補正のとおりであります。 

 次に、議案第２号「令和４年度久慈広域連合介護保

険特別会計補正予算（第１号）」についてであります

が、今回の補正は１ページのとおり、既定の予算額に

歳入、歳出それぞれ１億2,849万6,000円を追加し、補

正後の予算総額を歳入、歳出それぞれ 72億 6,538万

1,000円にしようとするものであります。 

 補正の内容でありますが、令和３年度決算に伴う繰

越金などの計上、並びに前年度給付費の確定に伴う国、

県への返還金などの計上及び令和４年10月からの介護

職員等ベースアップ支援加算に伴う介護給付費を計上

したものであります。 

 款及び項の補正額は、２ページ、３ページの第１表 

歳入歳出予算補正のとおりであります。 

 最後に、報告第１号「令和３年度久慈広域連合一般

会計繰越明許費繰越計算書の報告について」でありま

すが、補正予算において、繰越明許費として議決いた

だきました通信指令業務経費について、本計算書のと

おり、事業費を令和４年度へ繰越ししたものでありま

す。 

 以上で提案理由及び報告の説明といたします。よろ

しくご審議、ご決定を賜りますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（佐々木栄幸君） 次に、令和３年度久慈広

域連合一般会計歳入歳出決算及び令和３年度久慈広域

連合介護保険特別会計歳入歳出決算について、監査委

員から審査意見の概要の説明を求めます。 

 石渡監査委員。 

○監査委員（石渡高雄君） 令和３年度久慈広域連

合一般会計及び介護保険特別会計歳入歳出決算の審査

結果について、その概要をご説明申し上げます。 

 なお、詳細につきましては、お手元に配付されてお

ります審査意見書によりご承知くださるよう、お願い

申し上げます。 

 まず、審査に付された決算書及び附属書類でござい

ますが、いずれも関係法令に準拠して作成され、計数

的に正確であり、各会計の決算収支額は出納閉鎖日で

ある令和４年５月31日現在の現金出納日計表と一致し

ていることを確認したところであります。 

 また、予算執行及びその結果は、法令並びに予算議

決の趣旨に沿って適正に執行されているものと認めら

れたところであります。 

 次に、決算収支の状況についてでありますが、一般

会計では、歳入総額は64億4,802万4,969円で、歳出総

額は63億4,745万3,456円でありまして、歳入総額から

歳出総額を差し引いた形式収支は１億57万1,513円で、

この形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引

いた実質収支は、9,425万7,513円の黒字となっており

ます。 

 また、当年度の実質収支から前年度の実質収支を差

し引いた単年度収支も、181万8,705円の黒字となって

おります。 

 次に、介護保険特別会計でありますが、歳入総額は

72億9,063万7,017円で、歳出総額は71億1,906万2,433

円であり、歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収

支、実質収支はともに、１億7,157万4,584円の黒字と

なっております 

 また、当年度の実質収支から前年度の実質収支を差
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し引いた単年度収支も、3,559万2,098円の黒字となっ

ております。 

 なお、介護保険事業の主軸財源であります保険料の

収納状況につきましては、全体の収納率は98.54％で、

前年度と比較して0.17ポイント上回っております。ま

た、普通徴収分の収納率におきましても84.17％で、

前年度と比較して1.76ポイント上回っております。 

 現在の社会経済情勢の中で、徴収努力は認められる

ところでありますが、介護保険事業の適正な運営のた

めにも、きめ細やかな対応による関係者の認識と理解

を求め、財源の確保に努められるよう望むものであり

ます。 

 また、長年の地域課題でありました久慈地区汚泥再

生処理センターの整備につきましては、令和４年２月

に完成となり、同年３月に運営が開始されたところで

ありますが、関係者のご尽力に敬意を表するとともに、

今後は安全で安定的、かつ衛生的な処理を行うことは

もとより、施設の適切な運営及び維持管理に努めるよ

う望むものであります。 

 久慈広域連合は、広域計画に基づき、効率的な組織

運営、計画的な施設整備に取り組んでいるところであ

りますが、行財政を取り巻く環境は依然として厳しい

情勢にあります。今後とも、構成市町村との連携を緊

密にし、住民ニーズと社会情勢を見極めながら、より

一層の効率的、効果的な運営により、広域圏の一体的

な発展と圏域住民の福祉の増進に寄与されるよう望み

まして、審査結果の概要説明といたします。 

○議長（佐々木栄幸君） これより、提出議案等に

対する総括質疑に入ります。 

 質疑を許します。 

 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君） 先ほどですね、議案第２号

について補正予算、これは広域連合介護保険特別会計

補正予算の第１号ですが、先ほど説明の中でベースア

ップ分が計上されているというふうな説明があったわ

けですけども、今、すぐ回答できなければいいですが、

次の予算審議の際にお尋ねしますので、その内容等に

つぶさに答えできますように、ご準備をしていただき

たいのですが、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木栄幸君） 笹原事務局長。 

○事務局長（笹原賢二君） 予算審議のときに説明

できるように準備いたします。よろしくお願いします。 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

   日程第４ 一般質問 

○議長（佐々木栄幸君） 日程第４、一般質問を行

います。 

 順次質問を許します。 

 ５番、信田義朋君。 

 すみません、暫時休憩を取りますので、よろしくお

願いします。 

    午前10時21分  休憩 

  ──―――――――――――――――――――――――- 

    午前10時34分  再開 

○議長（佐々木栄幸君） 一般質問を再開します。 

 順次質問を許します。５番、信田義朋君。 

○５番（信田義朋君） それでは、通告に従い質問

いたします。 

 １点目、プラスチックに係る資源循環の促進等に関

する法律の施行に伴う管内資源循環の状況について。 

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

は令和３年６月11日に公布され、本年４月１日から施

行されている。同促進法では、地球規模の温暖化対策

や海洋汚染等の推進を目的としているが、施行前と後

では管内住民の意識、分別による排出量等に変化が生

じているのか伺います。  

 また、変化の兆しが見られないとすれば、何らかの

対策が必要と考えるが、連合長の所感を伺います。 

 次に、久慈地区汚泥再生処理センターの稼働状況等

について。 

 新設汚泥再生処理センターの就業から７か月が経過

しましたが、個人への堆肥譲渡の実績や運転状況を踏

まえ、運用の見直しや改善、検討すべき点等ありまし

たら伺います。 

 また、停電時の非常用自家発電設備がないことを施

設見学の際に説明されました。その後、運転不能時の

マニュアルを作成し、運搬業者や事業者へ説明、周知

しているか伺います。 

 ３点目、介護保険事業の保険料滞納者に対する対応

について。 

 介護保険料の徴収方法は特別徴収と普通徴収に分類

され、滞納者の多くは普通徴収適用者と認識している

が、次のことを伺います。 

 １、滞納者の所得段階別の人数と滞納額。 
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 ２つ目、債権管理の体制と滞納理由別の人数と滞納

額。 

 ３点目、滞納者数及び滞納額縮小に向けての取組方

針について。 

 伺いますので、よろしくお願いします。 

○議長（佐々木栄幸君） 遠藤広域連合長。 

○広域連合長（遠藤譲一君）  信田義朋議員のご質

問にお答えをいたします。 

 最初に、プラスチックに係る資源循環の促進等に関

する法律の施行に伴う管内資源循環の現状についてお

答えをいたします。 

 まず、同法施行前後の管内住民の意識や排出量等の

変化でありますが、同法では、市町村はプラスチック

使用製品廃棄物の分別基準を策定し、適正な分別、排

出方法について住民への周知に努めるものとされてお

ります。現在、プラスチック使用製品廃棄物のリサイ

クル実施に向け、関係市町村と協議を進めているとこ

ろであり、現時点では分別基準の策定及び住民への周

知までには至っていないことから、排出量等に変化は

生じていない状況であります。 

 同法制定の背景といたしましては、プラスチック使

用製品廃棄物のリサイクルにより、ごみの減量化及び

海洋プラスチック問題や地球温暖化問題等の環境保全

に寄与するとともに、資源循環の促進が図られるもの

と認識していることから、早期に実施できるよう引き

続き関係市町村と協議を進めてまいります。 

 次に、久慈地区汚泥再生処理センターの稼働状況等

についてお答えをいたします。 

 まず、個人への堆肥譲渡の実績でありますが、本年

７月から配布を開始し９月末までの実績は、久慈市で

696袋、洋野町で833袋、野田村で70袋、普代村で40袋、

合計で1,639袋であり、2万4,585キログラムを配布し

ております。 

 また、運転状況でありますが、供用開始から現在ま

で施設の故障等もなく安定処理している状況であり、

引き続き適正な維持管理を行ってまいります。 

 次に、運転不能時のマニュアル作成と運搬業者や利

用者への説明周知についてでありますが、マニュアル

は作成しておらず、説明や周知は行っていないところ

であります。現在、施設が運転不能となった際は、利

用者へ早期周知を図るため、関係市町村や収集運搬業

者への連絡体制は構築しておりますが、さらなる円滑

な事務処理が図られるよう、マニュアルを策定してま

いります。 

 最後に、介護保険事業の保険料滞納者に対する対応

についてお答えをいたします。 

 まず、滞納者の所得段階別の人数と滞納額について

でありますが、令和４年９月末現在での過年度分保険

料で申し上げますと、第１段階は、80人、240万6,220

円。第２段階は、11人、35万1,440円。第３段階は、

７人、24万6,080円。第４段階は、31人、203万1,100

円、第５段階は、５人、33万6,760円。第６段階は、

23人、192万3,220円。第７段階は、22人、223万1,700

円。第８段階は、16人、141万3,280円、第９段階は、

７人、81万7,580円、合計202人、1,175万7,380円とな

っております。 

 次に、債権管理の体制と滞納理由別の人数と滞納額

についてでありますが、債権管理の体制は、介護保険

課介護保険係において、資格管理、賦課、給付、収納

及び徴収業務を担い、併せて債権の管理を行っており

ます。 

 滞納理由別の人数と滞納額は、令和４年９月末現在

での過年度分保険料で申し上げますと、生活保護受給

は、14人、74万9,740円。居所不明は、１人、13万920

円。転出は、１人、 5,300円。死亡は、 18人、 45万

5,520円。生活困窮は、136人、777万4,860円。その他

は、32人、264万1,040円となっております。 

 次に、滞納者数及び滞納額縮小に向けての取組方針

についてでありますが、これまでも、催告書の発送に

加え、臨戸訪問や電話による納付催告を実施するなど、

滞納整理を進めてきたところでありますが、被保険者

間の負担の公平を図り、介護保険制度の安定的な運営

を行うため、被保険者に対し、制度の趣旨を十分説明

して納付に対する理解が得られるよう最大限努めると

ともに、効果的かつ効率的な収納対策を講じるよう、

令和３年度に預金調査により財産が確認された滞納者

に対し、初めて滞納処分として預金の差押えを実施し

たことで、他の来庁納付者が出るなど、抑止力として

も一定の成果を得ているものと捉えております。 

 今後も、これまでの取り組みを進めるとともに、情

報共有など構成市町村と連携し、十分な収入、資産等

があるにもかかわらず、保険料を納付しない者に対し

ては被保険者負担の公正・公平性を確保するため、滞

納処分を推進することにより、滞納者数及び滞納額の
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縮減に努めてまいります。 

 以上で、信田義朋議員に対する私からの答弁を終わ

ります。 

○議長（佐々木栄幸君） 再質問を許します。 

 ５番、信田義朋君。 

○５番（信田義朋君） まず、債権管理、３番のほ

うになるんですかね、債権管理上の体制については従

来からの１課による対応でやってきたということのよ

うです。その中で、令和３年にはこれまでやってこな

かった金融機関への調査依頼をし、その調査の結果、

納められる人が実は納めてなかったと。納税意識の低

さから納めていなかったというような方については今

後抑止力が期待されるというようなお話でした。 

 そういう資産、資力があるにもかかわらず、対応し

てこなかったというのか、納付していない方について

はやはりきっちりと調査をし、個別に粘り強く対応し

ていく。そういうことを求められると思います。これ

まで以上にそういう体制については確保していただき、

効果実績が上がるようにお願いしたいと思います。質

問というよりは、これは１点お願いでございます。 

 それから、今度は汚泥センターのほうの稼働状況な

んですが、７か月稼働して今のところ事故や不具合が

発生していないということは大変喜ばしいなというふ

うに思っています。しかし、非常時というのはいつい

かなるときに発生するか分からないので、非常という

言葉を使っていると思います。一日も早くマニュアル

を作成し、運搬業者や利用者の方に非常時にはこうい

う対応をすればいいんだということを早期に周知して

いただくよう、マニュアルの作成を速やかに作成して

いただきたいんですが、これについてはいつ頃をめど

に作成するということになるのか、お伺いします。 

○議長（佐々木栄幸君） 中新井田衛生課長。 

○衛生課長（中新井田理君） マニュアルの作成と

いうことでご質問いただきました。 

 まず、マニュアル、今、そちらの汚泥再生処理セン

ターの管理運営をしている業者とも協議を進めている

ところでありますので、いつまでという、その時期ま

ではちょっと明確にはできてなかったんですが、早い

時期には作成して収集業者等にも連絡をしたいと考え

ております。 

○議長（佐々木栄幸君） ５番、信田義朋君。 

○５番（信田義朋君） 作成中なので、まだ時期に

ついては明らかにできる段階ではないということは承

知いたしました。つきましては、業者さんとの連携も

当然必要となると思いますので、ぜひ早期に作成いた

だけるよう、重ねてお願いを申し上げます。 

 次に、プラスチックのごみなんですが、私たちの生

活の中で資源循環に、リサイクルといいますか、利用

できる資源はたくさんあり、日々の生活の中でどうし

ても発生してしまいます。その資源となるものが焼却

に回ってしまうということであれば大変大きな損失、

積み重なれば大きな損失になるというふうに考えます

ので、これも住民の排出する側の意識の改革につなが

るよう、関係市町村とも連携を強め、ぜひ成果が上が

るよう期待して、私の質問を終わります。 

○議長（佐々木栄幸君） 再質問を打ち切ります。 

 換気のため、休憩をいたします。再開は10時55分と

します。 

    午前10時50分  休憩 

  ──―――――――――――――――――――――――- 

    午前10時55分  再開 

○議長（佐々木栄幸君） 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 一般質問を継続します。６番、南一郎君。 

○６番（南一郎君） 通告に従いまして、質問させ

ていただきます。 

 消防防災体制の充実強化について。 

 現在の消防本部は５メートルの津波が予想される場

所に建てられているとのことで、消防防災の拠点とも

いうべき消防本部の立地としては不安を感じておりま

したが、連合長は施政方針演述の中で、内閣府公表の

日本海溝・千島海溝沿い巨大地震モデルの津波浸水想

定を踏まえて、津波浸水区域内の迅速な署所機能移転

により消防本部の機能を継続するとともに、有事の際

における消防力の機動的な運用に努めると明らかにい

たしました。厳しい財政状況の中ではありますが、賛

意を表するとともに、いつ発生するかもしれない巨大

地震であります。できるだけ早い消防本部の移転また

は署所機能移転の対応が求められると考えますが、連

合長の所見を伺います。 

 次に、非常電源の設置状況について。 

 近年の地球温暖化の影響から異常気象による予想を

はるかに超える自然災害の発生時には広範囲で長期に

及ぶ停電が発生することも珍しくありません。災害対
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応の拠点となる消防本部はもとより、構成市町村の署

所においても非常用電源の十分な能力確保は重要であ

ります。このことから、次のことについて伺います。 

 各署所における非常用電源の稼働可能時間について。 

 ２、各署所における非常電源の浸水対策について。 

 ３、各署所における非常用電源によって確保される

べき署所機能について。 

 次に、汚泥再生処理センターの運用状況について。 

 新たに建設された汚泥再生処理センターの供用が開

始されました。し尿収集状況、し尿処理状況や汚泥堆

肥の配布及び販売の状況について伺います。よろしく

お願いいたします。 

○議長（佐々木栄幸君） 遠藤広域連合長。 

○広域連合長（遠藤譲一君）  南一郎議員のご質問

にお答えをいたします。 

 最初に、消防防災体制の充実強化についてお答えを

いたします。 

 当消防本部では、平成26年８月に久慈広域連合地震

津波災害対応計画を策定し、対応してきたところであ

ります。 

 本年９月に岩手県から公表された津波浸水想定では、

津波到達予想時間が30分から40分程度であり、活動で

きる時間が限られることから、久慈市津波避難訓練に

併せて署所機能移転訓練を実施し、その検証結果を踏

まえて、久慈市長内町平沢地区にある久慈地区空中消

火等補給基地にあらかじめ資機材を分散配備するとと

もに津波警報等が発表された場合には、効率的かつ迅

速に消防車両の確保を優先した消防署機能の移転を行

い、災害対応能力を維持したいと考えております。 

 また、情報収集の中枢である通信指令室は、庁舎２

階に配置しておりますが、新たな津波浸水想定では２

階の床面までの浸水が想定されることから、必要に応

じて３階に機能を移すことにより、情報収集及び活動

の指揮命令拠点として機能し得るものと考えておりま

す。 

 今後におきましても、現在の久慈市防災センターを

拠点として、災害対応していくとともに署所機能移転

及び庁舎移転を含めた検討を行い、関係市町村と協議

してまいりたいと考えております。 

 次に、非常用電源の設置状況についてお答えをいた

します。 

 まず、各署所における非常用電源の稼働可能時間に

ついてでありますが、消防本部庁舎は最大275時間の

運転稼働が可能であり、洋野消防署を含む各署所及び

各無線基地局では、30時間以上の運転稼働時間を有す

る非常用発電機を設置しているところであります。 

 次に、各署所における非常用電源の浸水対策につい

てでありますが、各署所における非常用発電機は、屋

上設置やかさ上げによる対策を実施しているところで

ありますが、新たな津波浸水想定が公表されたことに

より、浸水対策の見直しが必要であると捉えているこ

とから、関係市町村と協議し検討を行ってまいりたい

と考えております。 

 次に、各署所における非常用電源によって確保され

る署所機能についてでありますが、非常用発電機及び

ポータブル発電機により指令設備や無線設備などの災

害対応に必要な電源確保ができるものと捉えておりま

す。 

 最後に、汚泥再生処理センターの運用状況について

お答えをいたします。 

 まず、当施設の供用開始の３月から９月までの収集

状況でありますが、し尿は、１万6,111キロリットル

の収集で、昨年同期実績と比較いたしまして、913キ

ロリットル減少しており、浄化槽汚泥は、5,542キロ

リットルの収集で、昨年同期実績と比較いたしまして、

427キロリットル増加している状況であります。 

 また、処理状況でありますが、１日平均109.32キロ

リットルの処理を行っている状況であります。 

 次に、汚泥堆肥の配布状況につきましては、さきの

信田議員にお答えいたしましたとおり、関係市町村の

住民に対しまして1,639袋の配布を行っているところ

であります。 

 また、堆肥の販売につきましては、９月末までの実

績で２万5,700キログラムを１万2,850円で運営維持管

理委託業者である北三陸アクアサービス株式会社へ販

売しております。 

 以上で、南一郎議員に対する私からの答弁を終わり

ます。 

○議長（佐々木栄幸君） 再質問を許します。 

 ６番、南一郎君。 

○６番（南一郎君） ありがとうございます。先ほ

ど、非常電源のところなんですが、30時間というのが

この署所、本部ではなく署所ということでよろしいで

すか。１回まず確認したいんですが。 
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○議長（佐々木栄幸君） 中屋敷消防次長。 

○消防次長（中屋敷亨君）  ただいま非常電源の時

間数についてご質問いただきましたので、ご説明いた

します。 

 消防本部については275時間、そのとおりでござい

ます。30時間は、これは洋野消防署の発電機の稼働時

間です。燃料が30時間の分しか、まず今の３階のとこ

ろには置いていないということで30時間となります。

そのほかの署所については48時間の稼働が可能となっ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木栄幸君） ６番、南一郎君。 

○６番（南一郎君） 了解しました。 

 72時間を確保するというふうな消防庁の方針なのか

な、その辺についてとの整合性はどのようにお考えで

しょうか。 

○議長（佐々木栄幸君） 中屋敷消防次長。 

○消防次長（中屋敷亨君）  72時間ということです

が、洋野消防署、それから各署所については軽油の燃

料を使っております。その軽油のタンク自体は30時間

あるいは48時間の容量しかないんですが、そのほかに

携行缶等ですね、常備しておりますので、72時間、３

日間の運用については可能と考えております。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） ６番、南一郎君。 

○６番（南一郎君） 先ほどの答弁の中で、３階、

２階まで到達するということの想定です。その際の非

常電源が浸水対策はどのようになっているのかという

ことでまず。 

○議長（佐々木栄幸君） 中屋敷消防次長。 

○消防次長（中屋敷亨君） この発電機の浸水対策

についてでございますが、普代分署及び野田分署に関

しましては、今回の想定で初めて、２年前の内閣府の

想定が出るまでは、浸水地域ではありませんでしたの

で、今のグラウンド上、あるいは普代分署については

２階の上に発電機がありますが、浸水想定はされてお

りませんでした。今回の岩手県の想定、明確になりま

したけども、それによって浸水区域になりましたので、

連合長からの答弁のようにですね、各市町村との協議

の上でですね、今後対策を検討してまいりたいと考え

ておりますし、あともう一つ消防本部につきましては、

３階の屋上に大きな発電機がありますが、その１つだ

けではちょっと容量が足りないということで、通信指

令の消防無線用にですね、２メートル50センチの高さ

で屋外に発電機を設置しておったんですが、これにつ

いても今回の想定で５メートル以上という想定があり

ますので、これについてもまた対策が必要ということ

になりました。ですので、これについても各市町村と

協議の上で、かさ上げ等、あるいは別な位置の設置で

すね、そういったものを検討しなければならないと捉

えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木栄幸君） ６番、南一郎君。 

○６番（南一郎君） 分かりました。消防本部、署

所のことについては分かりましたが、そのうち平沢と

この想定についてはどのような場合に平沢又は平沢に

避難したときの非常電源、署所機能の維持、消防力の

維持はどれぐらいを想定しておりますか。 

○議長（佐々木栄幸君） 中屋敷消防次長。 

○消防次長（中屋敷亨君）  平沢への署所機能の移

転の規模ということですが、ご承知のように発災から

30分で津波が到達するというような想定となっており

ますので、夜間につきましてはですね、当直員が各１

人ずつですね、車両に乗り込んで車両を平沢まで移動

すると、当直員の数は10名から13名ぐらい程度しかお

りませんので、１人ずつ乗っても車に関しては10台前

後が限界という状況でございます。ただし、第一出場

として捉えている救急車３台、それから水槽車とかポ

ンプ車数台についてはですね、第一出場の車両につい

ては移動が可能でございます。そのほかの機能につい

てはですね、拠点機能形成車というテントとかあるい

は発電機とかそういった300人寝泊まりができる車両

が１台総務省から無償貸与されている車両があります

ので、その車両を用いてですね、ある程度の機能維持

は可能かなというふうに捉えております。加えてです

ね、通信指令施設についてもですね、背負い式の20ワ

ットの通信機器をですね、平沢のほうに移動するとい

う計画になっております。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） ６番、南一郎君。 

○６番（南一郎君） その際の機能移転時間、例え

ばどれぐらいの時間を想定するかと、まず１つです。

そこをまず。 

○議長（佐々木栄幸君） 中屋敷消防次長。 
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○消防次長（中屋敷亨君）  ここ数年ですね、久慈

市の地震・津波避難訓練の際にですね、消防署の機能

移転訓練もですね、毎年行っております。到達まで30

分ということですので、どうしても発災から避難開始

までは５分程度の数分の時間がかかります。それから、

平沢に向かうまでの路程がですね、おおむね９分から

10分ぐらいで到達すると。何とか２往復をと考えてい

たんですが、それはできなくて、どうしても１回避難

してですね、それで終わりということでございます。

ですので、おおむね20分前後でですね、退避は完了と

いうふうに捉えております。 

 すみません、先ほどの答弁ですが、拠点機能形成車

の収容可能人数300人と申し上げましたが、100名とい

うことで訂正させていただきます。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） ６番、南一郎君。 

○６番（南一郎君） 時間というのは平沢に避難し

て消防力維持できる時間、例えば72時間なのか、３日

間なのか、どれぐらいの。 

○議長（佐々木栄幸君） 中屋敷消防次長。 

○消防次長（中屋敷亨君）  食糧の数とかですね、

そういったものを明確にまだ何日分というふうには確

保はされておりませんが、発電機の燃料等につきまし

てはですね、72時間が可能です。今後ですね、そちら

での、平沢での待機中のですね、食糧確保とかそうい

った部分も含めましてですね、３日間以上は対応でき

るようにしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） ６番、南一郎君。 

○６番（南一郎君） まず５メートルの想定される

津波を考えますと、車両はほぼほぼ避難しなきゃなら

ないと、全てですね。市内にある恐らく全ての消防車

両は避難しなければならないと考えますが、そういう

ときには消防団においても署所においてもですね、同

じような状況になろうかと思いますので、その辺も留

意はお願いしたいと思います。  

 それから、住民の安心安全確保と同時にですね、消

防職員の安全も確保、消防関係者ですね、この確保が

やっぱり重要なことになろうと思いますんで、やっぱ

り日頃からの備えというんですか、今の答弁で大方の

ですね、対応状況は把握させていただきました。 

 最後に１つですが、消防団の動きとしては、今の非

常事態の場合のですね、動きとしては概略でよろしい

ですが、どのような計画になっているのか伺います。 

○議長（佐々木栄幸君） 大粒来消防長。 

○消防長（大粒来輝行君）  各消防団につきまして

は、各市町村で対策を講じていると思いますが、有事

の際、消防団は既に出場しているものと考えておりま

す。それで、明確なルール、消防団と消防署、消防本

部との共通のルールをつくっておきまして、津波が到

達する15分前には全ての災害対応をやめて、高台に避

難するということでですね、一定のルール、決めてお

ります。出場中の職員につきましても、必ず高台に避

難してですね、消防車両とか消防団員の命を守れるも

のと考えております。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） ６番、南一郎君。 

○６番（南一郎君） 了解です。いずれ住民もです

ね、住民、それから防災関係者含めて安心安全を確保

というのが消防防災関係者の任務だと思いますんで、

日頃からの備えについてはよろしくお願い申し上げま

して、以上で質問を終わります。ありがとうございま

した。 

○議長（佐々木栄幸君） 再質問を打ち切ります。 

 順次質問を許します。 

 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君） 第11回久慈広域連合定例会

に当たり、一般質問を行います。 

 通告の順に従い、連合長に質問を行うものでありま

す。  

 質問の第１は、プロパー職員の人事問題についてで

あります。 

 消防長の人事においては、既に現場からの昇格が実

現し、消防業務に精通した方々が配置され、消防業務

が安定的に行われているものと理解しております。 

 そこで、課長人事についても、いつまでも久慈市か

らの派遣人事ということを卒業して、できるところか

ら、プロパー職員からの昇格に切り替えていくことが

必要であるものと考えるものであります。既にその時

期が到来しているのではないでしょうか。連合長のご

所見をお聞かせください。 

 次に、プロパー職員のスキルアップ、あるいはキャ

リアアップのための研修が、どのような計画の下に実

施されているのかお尋ねします。 
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 第２の質問は、介護保険の見直しについてでありま

す。 

 ９月26日に、社会保障審議会介護保険部会が開催さ

れました。この部会では、財界大企業側の委員が、

「より踏み込んだ見直しを確実に。」との発言があっ

たことが報道されています。 

 厚労省が示した７項目の介護改悪の検討課題は、１

つ目が、介護サービスの利用料２割、３割負担の対象

拡大。財界や財務省は、所得額を問わない原則２割化

も主張しているわけであります。 

 ２つ目は、要介護１・２の介護保険給付外し。部会

では、要介護１・２には認知症の人が多い、認知症ケ

アは早期の関わりが重要で重大な機能低下を起こす、

単価の低下で処遇改善、人材確保が難しくなるなどの

批判が出たと言われています。 

 ３つ目は、ケアプランの有料化です。 

 そして４つ目は、老健施設などの相部屋の室料有料

化。 

 ５つ目は、介護保険料の支払い年齢引下げ。介護保

険料の納付開始は現行40歳です。これをさらに引下げ

を狙っているわけであります。 

 ６つ目は、福祉用具貸与制度の販売への転換。 

 そして７つ目は、補足給付の在り方。 

 以上が、７つの見直しの課題であります。連合長の

ご所見を求めるものであります。 

 この社会保障審議会介護保険部会に利用者代表とし

て参加している認知症の人と家族の会の委員は、「な

ぜ必要なサービスを提供する議論ではなく、サービス

を減らす議論をしなければならないのか。利用を抑制

する見直し論が論点になることに大きな疑問があ

る。」と批判したことも報道されています。 

 この会では、「介護保険負担が２倍で使えない。原

則自己負担２割化、ケアプラン作成の有料化、要介護

１と２の保険外しなど負担増に反対します。」のオン

ライン署名を始めています。このオンライン署名はツ

イッターで拡大され、１か月間で約４万5,000人に広

がっているとの報道もされております。 

 この会の皆さんは、「コロナ禍に利用抑制は愚かで

はありませんか、安心の介護を求める声を挙げるべき

ではありませんか。」と訴えています。私も同感、同

じ思いであります。連合長の所見を伺いたいのであり

ます。 

 質問の第３は、最大クラスの津波による被害想定に

ついてであります。 

 岩手県は、この９月にマグニチュード９クラスの地

震による津波浸水想定を公表しました。そこで、次の

３点についてお尋ねします。 

 １点目は、久慈市防災センターの浸水想定は、何メ

ートルになるのか。 

 ２点目は、久慈駅までの津波到達時間は30分から40

分と想定されていますが、久慈市防災センターまでの

到達は何分と想定されているのか。 

 ３点目は、久慈市防災センターの高台への移転は必

要であるものと認識していますが、内部での検討が開

始されているのか。 

 以上、３点について、お尋ねします。 

 以上で、登壇しての質問を終わります。 

○議長（佐々木栄幸君） 遠藤広域連合長。 

○広域連合長（遠藤譲一君） 城内仲悦議員のご質

問にお答えをいたします。 

 最初に、プロパー職員の人事についてお答えをいた

します。 

 まず、プロパー職員の昇格についてでありますが、

管理職の人事につきましては、当該職務に必要な知識、

経験及び勤務成績の評価等に基づき、適正に行ってま

いりたいと考えております。 

 次に、プロパー職員のスキルアップのための研修に

ついてでありますが、当広域連合が担う事務事業を確

実にこなす人材と地域の課題を解決する政策を企画し

て実現する力を持った人材の育成を目的として、毎年

度策定している職員研修計画に基づき、階級、経験年

数等に応じて、久慈市や岩手県市町村職員研修協議会

等で実施される職員研修へ職員を派遣しているところ

であります。 

 次に、介護保険制度の見直しについてお答えをいた

します。 

 まず、厚生労働省が示した、７項目の課題について

でありますが、令和４年９月26日に開催された社会保

障審議会介護保険部会での資料において、被保険者の

範囲、補足給付に関する給付の在り方、多床室の室料

負担、ケアマネジメントに関する給付の在り方、軽度

者への生活援助サービス等に関する在り方、現役並み

所得一定以上所得の判断基準、及び福祉用具貸与の在

り方の見直しの７項目を確認しているところでありま
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す。今後、同部会において、７項目を含めた制度改正

の議論が行われ、全国課長会議において、令和５年３

月に第９期介護保険事業計画に関する基本的な考え方

が、同年７月に基本指針案が提示されるスケジュール

となっております。 

 こうした状況の中で、制度の持続可能性を高めるよ

う、各項目について議論が継続されていることから、

今後、国の動向を注視してまいります。 

 次に、認知症の人と家族の会の、安心の介護を求め

る声を上げるべきとの訴えについてでありますが、当

介護保険事業計画においても、高齢者が住み慣れた地

域で安心して生活を維持できるよう基本理念で定めて

おり、介護給付を必要とする受給者が真に必要とする

過不足のない適切なサービスを受けられるよう取り組

むことが、当連合が担う役割と認識しておりますこと

から、サービスを利用する方の負担能力に配慮した利

用者負担とするよう慎重な検討を行うよう、県市長会、

県町村会等を通じて国に要望してまいります。 

 最後に、最大クラスの津波による被害想定について

お答えをいたします。 

 まず、久慈市防災センターの浸水想定でありますが、

本年９月に岩手県から発表のありました、岩手県地

震・津波被害想定調査報告書によると、久慈市防災セ

ンターにおいては、5.41メートルの津波が想定されて

いると認識をいたしております。 

 次に、久慈市防災センターまでの津波到達予想時間

についてでありますが、津波到達予想時間は、久慈市

防災センターにおいても30分から40分程度と認識をい

たしております。 

 次に、久慈市防災センターの高台への移転について

でありますが、久慈市において、市役所本庁舎及び久

慈市防災センターの在り方について、本年７月に市役

所本庁舎等のあり方検討ワーキングチームを設置し、

検討会を行っていると伺っているところであり、当消

防本部といたしましても、検討会の動向を注視すると

ともに、高台移転を含めた今後の在り方について、内

部検討の上、関係市町村と情報を共有し、協議してま

いりたいと考えております。 

 以上で、城内仲悦議員に対する私からの答弁を終わ

ります。 

○議長（佐々木栄幸君） 再質問を許します。 

 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君） 答弁いただきました。 

 そこでですね、職員のスキルアップあるいはキャリ

アアップの問題ですが、久慈市なり岩手県で実施して

いるところに派遣をしているんだということですが、

実際プロパー職員の派遣の実態は、例えば令和３年度

で何人行っているのか。令和４年度の計画はどうなっ

ているのか、お聞かせください。 

○議長（佐々木栄幸君） 板垣総務企画課長。 

○総務企画課長（板垣俊隆君） 研修の実績でござ

いますけども、久慈市主催の研修であれば令和３年度

の実績は新採用職員の研修とか中級研修とかいろいろ

ありますが、合計で36人、令和４年度も大体同程度を

予定しているところであります。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君）  36人っていうのは、プロパ

ー職員も含めて広域連合にいらっしゃる職員がほとん

ど対象だということで捉えていいですか。36人という

のは。 

○議長（佐々木栄幸君） 板垣総務企画課長。 

○総務企画課長（板垣俊隆君） 久慈市の職員と同

様に全ての職員研修受けさせようと思ってますので、

これプロパー職員全部入っての数になります。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君） 必要なことであります。 

 先ほど私、申し上げましたが、消防長についてはで

すね、歴代ずっと久慈市からの派遣職員で行ってきた

わけですけども、その間やっぱり私、現在、今の消防

長と前の消防長が現場から上がったということで、私

たちも議論してきた中でやっと実現してきたんですよ

ね。そういった意味で本当に課長級についてもですね、

そういった意味では先ほど答弁あったように適材適所、

あるいはその能力を備えると、備えさせるということ

をしながらですね、やっぱり現場からも上げていくと

いうやっぱりことが、現場の職員の励みにもなるしね、

そういった目標も持てるし、頑張る力になると思うん

ですが、その点考えていく時期に来ているのかなとい

う思いがあって今回質問をしたんですけど、そういう

点で、課長級、今は係長級もそうですけども、係長級

でも市町村の派遣もあります。職員録を見るとそうい

った意味では一気に課長じゃなくて係長級の職員の昇
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格も含めて併せて考えていく時期じゃないかなという

思いを持って質問したんですが、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木栄幸君） 板垣総務企画課長。 

○総務企画課長（板垣俊隆君） 課長人事につきま

してもこれまでもプロパー職員が課長になったことが

ありますので、必ず久慈市からの派遣ということでご

ざいませんし、係長の昇格を含めましても必要な研修

受けさせておりますので、連合長から答弁したとおり

階級、経験年数とか必要な知識経験、それら踏まえて

総合的に判断してまいりたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（佐々木栄幸君） 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君） よろしくお願いしたいと思

います。 

 次に、介護保険の７項目の見直しの点でございます。

連合長からは基本的な理念があるんだから、それに沿

うような形で慎重に進めてほしいという今答弁がござ

いました。そのとおりだと思うんですが、なかなかで

すね、先ほども言ったように見直しというとやっぱり

今より後退するのが、今までの流れでございますから、

そういった意味ではこの会の人たちね、認知症の人と

家族の会の人たちが頑張って署名運動始めているんで

すけども、国が進めようとしている方向に歯止めをか

けるんだというような思いで運動しているようなんで

すね。例えばさっき申し上げました７つの項目の中で、

有料化の問題ですね、調査の。あの調査が、例えばケ

アプランの有料化の問題であります。これ非常にです

ね、現場では危惧してます。これは先日20日に「ハッ

シュタグいのちまもる」という集会が東京でありまし

て、これは日比谷の野外音楽堂で行われたようであり

ますけども、この中でね、ケアサポートセンター千住

所長、ケアマネジャーの石田さんという方がこういう

ふうに言っているんですよね。ケアプランの有料化に

なりますと、経済的理由で利用を控えたり、相談に行

き着くことができなくなったりしますと。この点を強

調しているんですね。ケアプランっていうのは、これ

がないと入れないと。しかも保険料払っているんだけ

ども、これを有料化にするとですね。そこにも入り口

も届かないということが出てくるんだということを危

惧しています。そういった意味では本当にですね、私

はあってはならないと思うんですが、少なくともケア

プランについての改善、エッセンシャルワーカーとい

いますか、こういった方々の賃金の引上げとかそうい

った点での改善はですね、国の予算からきちんと出し

て、国が出してですね、改善すべきだというふうに考

えるわけですけども、このケアプラン作成の料金をで

すね、利用者に負担をかけるということは本当に介護

保険法の理念に反するというふうに思うんですが、こ

の点についてはどのような見解お持ちでしょうか。 

○議長（佐々木栄幸君） 田髙介護保険課長。 

○介護保険課長（田髙慎君） 城内議員からいただ

いた質問ですけれども、今回この見直しがされるに当

たりまして、財政制度等審議会から介護保険制度が創

設から20年たちまして、創設当時に比較しまして、毎

年ですね、介護費用の方は増大していると、今後とも

またこちらのほうが増大が見込まれるということで言

われております。それで介護保険制度の持続可能性を

確保するためにということで、そういった提言のほう

受けまして、介護保険部会に出されて今検討されてい

るということでございます。 

 今、お話のありましたケアプランの作成手数料です

ね、そちらについても負担を求めるということで、現

在ですね、ケアプランの作成の単価なんですけれども、

要介護の３から５であれば基本単価として１万3,980

円プラスに加算分、あと要介護１・２であれば基本単

価が１万760円と加算分ということで、平均すると１

件当たり１月の単価になりますけれども、１万5,362

円程度となってございます。こちらのほうに関して、

これが毎月かかってくる形になって、さらにまたその

部分、給付のほうにはね返ってくると。そういった部

分も含めまして、実際の介護の給付費全体が増大して

いることからそこも併せて見直しを図っていくように

ということで現在国においてこれから慎重に検討され

ることとなっておりますので、そちらについても国の

動向等々ですね、注視しながら対応してまいりたいと

考えてございます。 

○議長（佐々木栄幸君） 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君）  今、財政制度審議会からそ

ういうような話が出ているということでありました。

で、このね、現状さっき言ったように、現状はね、財

務省なんですよ。財務省がいかに介護保険の財政を削

るかっていうので躍起になっている。そうした方向に

厚労省も連携した形で動いているところに私は危惧を

感じるわけですよ。ぜひそこのところはですね、今、
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国は福祉を削って医療費を削って、軍事費をですね、

２倍にしようとしていると。２％にしようとして５兆

円、６兆円、７兆円、８兆円というお金を生み出そう

としているわけです。どっからお金持ってくるんです

か。結局福祉、医療を削って、そちらにもちろん予算

を回していく。そんなことが考えられているわけです

ので、その点は非常に注視していく必要があると思い

ます。 

 そこでですね、要介護認定を受けている全体の数は

682万人いるそうです。そのうち100万人がね、介護サ

ービスを利用できていないというんですよ。ね。680

万のうち100万人が受けてないんですよ。久慈管内に

おけるね、要介護認定の数は何人でしょうか。その中

で何人の方が介護サービス利用できていないのか、実

態を承知であれば教えていただきたいと。お聞かせく

ださい。 

○議長（佐々木栄幸君） 田髙介護保険課長。 

○介護保険課長（田髙慎君） 管内における要介護

認定者の人数ということでのご質問でございました。 

 管内におきまして、連合全体では4,223名が介護認

定のほう受けている形となってございます。 

 すみません、具体のそのうち受けている人数に関し

ましては、資料のほう取り寄せてご答弁申し上げます。 

○議長（佐々木栄幸君） 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君）  資料、後で頂きますが、全

国的には682万人の方が要介護認定を受けていると。

しかしそのうち100万人の方が介護保険適用されてい

ないんですよね。利用できていないんです。これいろ

んな理由があると思いますよ。介護保険料払わないと

か、医療費を払わないとか様々あるわけです。しかし、

100万人もの方がね、受けていないというのは極めて

私は重要な実態だというふうに思います。 

 そこで、今保険料は40歳からの方々が払っておりま

す。もう自動的に徴収されております。これ、もう社

会保険であれば一緒に社会保険と一緒にですね、天引

きされております。これをですね、35歳まで引き下げ

るというんです。その上で自分が介護保険の適用を受

ける年齢になったときに、受けられないということな

ったらどうしますか。若いときからですね、介護保険

料払ってきた。しかし、自分が介護保険を受けれる年

齢に達した、ところが世の中では外されている。今、

要介護１・２まで外すと言っているんです。そうなり

ますとですね、認定を受けても介護保険を受けれない

ということが生まれてくるんですよ。今、既に軽いの

はもう全部市町村に来てますよね。安上がりの介護の

ほうに。要介護１も２もそれを含めようとしているん

です。そうすると、入り口が狭くなってですね、保険

料何十年も払ってきたけども、あなたは介護１ですよ、

２ですよと言われたとき、入り込めないんです。こん

なこと私は許してはならんと思うんですが、再度そこ

ら辺はまさに介護保険法の精神に反するやり方だとい

うふうに思うんですが、基本的にはやっぱり介護度を

認定して、その認定制度もおかしいけど認定してです

ね、やって認定、最初そこに入り切れないというのを

私はあってはならないと思う、ぜひとも注目しながら、

これ以上下げるなと。40歳でもう十分なんだというよ

うな。必要な金はね、国の負担が少ないんですよ。初

めから。介護保険に対する費用の負担が。25じゃない。

50か50以上にしていただいて、安定的に介護保険がで

すね、運営して国がやっぱりきちんと財政を支援して

いくことが大事だと思うんですが、この点ですね、さ

らなる保険給付、介護保険の低年齢化というのは避け

るような声を上げていただきたいですが、いかがです

か。 

○議長（佐々木栄幸君） 田髙介護保険課長。 

○介護保険課長（田髙慎君）  国の負担も含めての

ご質問でございました。当広域連合におきましてもあ

くまで負担が増えるということは望んでいないところ

でございます。それで、東北市長会等におきましても、

サービスを利用する方々の負担能力に配慮した利用負

担をすることを慎重に検討することと、あと国のです

ね、負担の負担割合の引上げについても要望している

ところでございます。これからもそちらのですね、利

用者の方々の負担が大きくならないようにということ

で、その部分に関しても今後とも要望はしてまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木栄幸君） 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君）  ぜひですね、大きな声を上

げていただきたい。連携して市長会でも、あるいはい

ろんな会があるわけですから、届けていくのは大事だ

と思います。 

 声が上がることによってね、大臣も辞職しました。

遅かったけどもね。 
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 そこで、３つ目の最大クラスの被害想定ですが、30

分、先ほどの答弁では30分から40分ってありました。

久慈駅で30分から40分想定でしたけど、もっと近いじ

ゃないですか、ここね。そういった意味ではもう少し

早いのかなっていうのが１つ感じました。 

 5.41メートルっていうのが出ております。私は消防

庁舎に、防災センターに5.41はここですよっていうよ

うなラインをですね、引くと。目でね、5.4メートル

ってどのぐらいなのか分かんないですよ。それはやっ

ぱりきちんと消防庁舎で5.41はここですっていうライ

ンをですね、赤線でも引いて、ここまで来ますよって、

やっぱりことを市民に知らせるということがですね、

私は必要だと思うんです。そうでないとね、5.41メー

トル、自分の、私でいえば１メートル70ちょっとしか

ないから、私の３倍ということになるんですけど、や

っぱり具体的にこのぐらいですよというのは庁舎に示

したほうが私は住民に対する、津波に対するやっぱり

緊張感といいますか、必要かと思うんですが、いかが

でしょうか。 

○議長（佐々木栄幸君） 中屋敷消防次長。 

○消防次長（中屋敷亨君） ただいま庁舎のほうに

5.41メートルの表示をするというようなご提案をいた

だきましたが、壁面の状態とかですね、様々状況ある

かと思いますし、庁舎自体は久慈市防災センターとい

うことで久慈市の庁舎でございますので、久慈市と協

議の上ですね、検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君）  私は電柱とか東京電力の電

柱でもいいわけですけど、ただ協議してですね、いろ

んなところを工夫してね、やっぱり示していくの大事

だと思うんで、そこのところは緊張感が生まれません

のでそこはひとつお願いしたいと思います。 

 あと、防災センターの高台移転の問題、これからと

いう、久慈市においても庁舎移転が必要です。併せて

防災センターは久慈市の施設ですから、その点久慈市

の計画が必要ですし、同時に広域連合ともね、連携し

てやっていく必要があるという問題だと思うんです。

そういった点ではですね、先ほど平沢っていう話があ

りました。平沢にはヘリポートもありますし、そうい

った意味で本当に適切な移転場所といいますか、今、

防災センターのですね、次の拠点となる場所にはぜひ

平沢がいろんな意味でいいなというふうに思うわけで

すよね。交通機関も高台を走ってますから、そういっ

た点ではですね、いつ頃までにそういった報告が出る

のかですね、移転計画含めてその展望、どのぐらいの

地域で考えているのか、もちろん久慈市の庁舎との関

わりもあるでしょうけども、お考え、あるいは消防の

広域連合として連携しながらどのようなやっぱり場を

立ち上げてですね、検討していくのかお聞かせくださ

い。 

○議長（佐々木栄幸君） 大粒来消防長。 

○消防長（大粒来輝行君）  消防本部の庁舎移転に

ついてのご質問でした。 

 先ほどの連合長からの答弁のとおり、消防庁舎、消

防防災センターの中にですね、消防本部の場所をお借

りして今現在使用料払ってですね、消防本部設置して

おります。それでワーキンググループで防災センター

の移転とかのですね、現在検討しておりまして、その

次の段階の部会とかですね、そういう点につきまして

は私どもも重要な施設でございますので、ぜひその会

議のほうにも参加させていただきまして、検討にです

ね、加えさせていただきたいなと考えておりまして、

要望していくところでございます。 

 また、先ほど平沢移転ということで消防本部の考え

はまとまっているのかというようなお話もあったと思

うんですが、確かに平沢はヘリコプターの離発着場も

ございましていいと思いますけども、先ほど訓練のと

きにお話ししたとおり、９分から10分という時間がか

かってしまうということもあります。それで、確かに

高台もいいんでございますが、この先ですね、現在救

急搬送、本当に過去最大の2,500件に近いような状況

に増えております。消防本部、消防力の整備指針の中

には、市街地に１個消防署というような基準もござい

まして、なるべく市街地に近いほうがですね、救急業

務等にとってはですね、本当に有利な部分がございま

して、久慈消防署、県内の平均よりも10分くらい通報

から病院到着までの時間が早い、いい状態になってお

ります。それも含めてですね、高台も当然のことなが

ら津波対策は必要です。様々な場所、アクセス道路、

様々な救急の件、様々な検討をしてですね、消防本部

としてもですね、意見を出していきたいなと思ってお

ります。 

 以上です。 



１５ 

○議長（佐々木栄幸君） 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君） 拙速に結論を出すというん

じゃなくて、やっぱり時間あるかどうかは分かりませ

ん、その浸水災害はでもそこのところはやっぱり今言

った連携をしっかり取ってですね、お互いにやっぱり

知恵を出し合って、例えば分散でもいいだろうし、救

急なんかはこっちに持ってくるなど、様々あろうかと

思いますが、そういった意味では私どもも私は久慈市

議会議員ですから、久慈市のそういった考え方も含め

てですね、お聞きしながらそういう連携をぜひ密にし

ていただいてですね、やっていただきたいというふう

に思うわけです。 

 そこでもう一つ、こないだも津波訓練がありました。

日中、朝７時からの。私、やっぱり消防独自の、防災

センター独自のですね、訓練ですね、例えば夜中にや

るとかですね、地震は朝来るとは限らないですよ。夜

中に来るかもしれない。さっき泊りが12名か13名って

言ってましたね。そのうち出てくる可能性あるんです

よ。そういった際の訓練もですね、私はやっぱり知ら

せないでね、やるというやり方といいますかね、どっ

かの自治体では朝とか夜中とかそういった時間帯を私

たちが寝込みを襲うような時間でもですね、やって訓

練もしてますから、そういった意味では消防の場合は

ですね、そういった訓練もですね、日常の中で取り入

れていくということが大事だと思いますが、お聞かせ

ください。 

○議長（佐々木栄幸君） 中屋敷消防次長。 

○消防次長（中屋敷亨君） 今、抜き打ちといいま

すか、そのような訓練も必要というご提案をいただき

ましたが、この津波避難訓練の際にもですね、日中を

想定した訓練、あるいは今年は夜間を想定した訓練に

しようとかですね、そういった時間を別の想定に基づ

いてですね、しておりますので、その辺については対

応できているかなというふうに思っております。ただ

しブラインドといいますか、抜き打ちの訓練ですね、

そういったことについても今後検討してまいりたいと

思います。ありがとうございます。 

○議長（佐々木栄幸君） 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君）  いろいろと質問させていた

だきましたが、以上で終わります。ありがとうござい

ました。 

○議長（佐々木栄幸君） この際、答弁を保留して

おりましたので、答弁を求めます。 

○議長（佐々木栄幸君） 田髙介護保険課長。 

○介護保険課長（田髙慎君）  先ほど城内議員のご

質問に対して保留していた答弁のほう、お答えさせて

いただきます。 

 要介護認定者に対しまして利用していない利用者、

その人数でございます。543名となってございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木栄幸君） 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君）  答弁いただきましたので、

4,223人が要介護認定を受けていると。その中で543人

が現在使うことができていないという状況があります。

その実態についてはですね、今後また聞きますので、

もし543人がどのような状況の中で受けてないのか、

ぜひ調査をしていただきたいのですが、いかがでしょ

うか。 

○議長（佐々木栄幸君） 笹原事務局長。 

○事務局長（笹原賢二君） 今後ですね、実態につ

いてはですね、調査していきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君）  終わります。ありがとうご

ざいました。 

○議長（佐々木栄幸君） 再質問を打ち切ります。 

 この際、昼食のため休憩いたします。再開は、１時

15分といたします。 

    午前11時50分  休憩 

  ──―――――――――――――――――――――――- 

    午後１時15分  再開 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

   日程第５ 認定第１号 

○議長（佐々木栄幸君） 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 日程第５、認定第１号「令和３年度久慈広域連合一

般会計歳入歳出決算」を議題といたします。 

 この際、審議方法についてお諮りいたします。審議

は、歳入・歳出別に説明を受け、款ごとに質疑を行い、

この質疑終了後に財産に関する調書についての説明を

受け、審議を行うことにしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） ご異議なしと認めます。
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よってそのように決定しました。 

 なお、認定第２号に係る審議についても、同様の審

議方法といたしますので、ご了承願います。 

 議員各位にお願いいたします。質疑の際は、ページ

及び項目等を示し、簡潔にお願いいたします。 

 それでは、認定第１号の審議に入ります。 

 歳入、説明を求めます。 

 板垣総務企画課長。 

○総務企画課長（板垣俊隆君） 認定第１号「令和

３年度久慈広域連合一般会計歳入歳出決算」について、

事項別明細書によりご説明申し上げます。 

 ８ページ、９ページをご覧ください。 

 科目ごとに、収入済額でご説明申し上げます。 

 １款分担金及び負担金、１項負担金でありますが、

１目総務負担金は、6,771万7,000円、２目介護保険負

担金は、10億5,035万1,000円、３目火葬負担金は、

3,670万円、４目塵芥処理負担金は、５億 7,631万

9,000円、５目し尿処理負担金は、24億5,201万3,000

円。 

 10ページ、11ページをご覧ください。 

 ６目消防負担金は、12億8,730万7,000円となってお

ります。 

 次に、２款使用料及び手数料、１項使用料でありま

すが、１目保健衛生使用料は、891万3,479円で、内訳

は火葬場使用料888万2,000円、自動販売機設置使用料

３万1,479円となっております。 

 ２目その他財産使用料は、電柱等敷地使用料で、７

万3,740円となっております。 

 ２項手数料でありますが、１目清掃手数料は、２億

1,091万6,737円で、主な内訳はごみ取扱手数料2,185

万6,254円、し尿取扱手数料１億8,503万8,015円。 

 12ページ、13ページをご覧ください。 

 浄化槽汚泥処理手数料384万5,768円となっておりま

す。 

 ２目消防手数料は、88万7,600円で、内訳は危険物

製造所等設置許可手数料18万9,000円、ほか５件であ

ります。 

 ３目その他手数料は、１万2,800円で、内訳は火葬

証明手数料2,240円、り災証明手数料1万560円となっ

ております。 

 次に、３款国庫支出金、１項国庫負担金であります

が、１目民生費負担金は、低所得者保険料軽減負担金

で、5,556万540円となっております。 

 ２目消防費負担金は、収入はございません。 

 ２項国庫補助金でありますが、１目衛生費補助金は、

４億7,369万7,000円で、内訳は廃棄物処理施設モニタ

リング事業費補助金19万8,000円、循環型社会形成推

進交付金４億7,349万9,000円となっております。 

 14ページ、15ページをご覧ください。 

 次に、４款県支出金、１項県負担金でありますが、

１目民生費負担金は、低所得者保険料軽減負担金で、

2,778万270円となっております。 

 ２目消防費負担金は、感染症患者移送県負担金で、

８万1,552円となっております。 

 次に、５款財産収入、１項財産運用収入であります

が、１目財産貸付収入は、旧伝染病隔離病舎貸付収入

で、585万234円となっております。 

 ２項財産売払収入でありますが、１目物品売払収入

は、アルミ缶、紙類などの資源物売払収入で、4,163

万9,912円となっております。 

 次に、６款１項１目繰越金でありますが、前年度繰

越金１億3,628万6,268円となっております。 

 次に、７款諸収入１項１目広域連合預金利子であり

ますが、歳計現金に係る預金利子１万2,267円となっ

ております。 

 ２項１目雑入は、1,590万5,570円で、内訳は警察消

防直通電話料４万5,672円、私用電話料130円、ほか16

件、1,585万9,768円であります。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（佐々木栄幸君） 説明が終わりました。 

 歳入、１款分担金及び負担金、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ２款使用料及び手数料、質疑を許します。 

 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君）  11ページの１－１使用料の

ですね、自動販売機設置使用料の３万1,479円という

のは、これは設置した電気代なのかですね、中身につ

いてはこれはどっか業者が置いて中身を管理するとい

うことになっているのか、この販売機の使用料の中身

についてお聞かせください。 

○議長（佐々木栄幸君） 中新井田衛生課長。 

○衛生課長（中新井田理君） こちらの使用料です

ね、自動販売機設置使用料、こちらについては指定管
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理者が設置をしておりまして、この金額３万1,479円

は設置費のみであります。電気料につきましては雑入

で２万481円、そちらのほうで入金なっております。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ３款国庫支出金、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ４款県支出金、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ５款財産収入、質疑を許します。 

 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君）  財産収入の２項のほうので

すね、物品売払収入、ちょっとお聞かせください。 

 頂いた意見書等見ればですね、資料を見れば、これ

は主要な施策の成果を説明する書類の11ページなんで

すよ。アルミ缶が2,148万4,000円何がし、それから一

番大きいんですが、そちらのじせいぶつっていうふう

に読むと思うんですが、これが令和２年度は 622万

5,000円なんですが、令和３年度は倍以上の1,348万

5,000円計上されているんですよね。この磁性物って

いうのは、辞典で調べたら磁性体っていうのは磁場が

何かにつくと磁化する物質のことをいうんですが、磁

性物って出てこないんですよ、意味がね。この磁性物

の内容についてお聞かせいただきたいし、何で倍にも

なったのかっていうのをお聞かせください。 

 それから、アルミ缶についてもね、令和２年度は

1,200万ですが約倍の2,100万に増えているんですが、

お聞かせいただきたいと。  

 これは次の諸収入のほうに入るんですけど、この11

ページの中では資源物売払収入の推移というこの中に

ペットボトルが468万計上されているんですよね。と

ころがこの予算上はペットボトル等有償入札拠出金と

いう形で、これはね、雑入のほうで処理されているん

ですよね。これは何でこんな振り分けになっているの

かお聞かせください。 

○議長（佐々木栄幸君） 中新井田衛生課長。 

○衛生課長（中新井田理君） まずこちらの磁性物

ということで、こちらの売払いについては、鉄くずの

売払いになっております。まず令和２年度と令和３年

度比べまして、アルミとか磁性物については倍近くの

単価が上がっている、売払いの単価が上がっていると

いうことで、収入のほうが増えております。一方、紙

類については単価のほうが下がっているので、その分

は下がっておりますけども、全体で見ますとやはり倍

近くの収入になっているということになります。 

 あとはこのペットボトルの件でございますけども、

こちらについては連合のほうで売払いをしているもの

ではなくてですね、こちらのペットボトルについては

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会、こちらの

ほうに再資源のほうを委託をしております。そちらの

ほうでペットボトル再商品化事業者が受託料をその協

会に払って再資源化を実施した場合にその費用を引渡

数量と入札単価に基づいて個々の市町村に拠出をする

制度となっております。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君）  磁性物についてもう一回説

明をしてほしいのと、単価が上がっているといいます

けど、アルミとその磁性物の単価が２年度と３年度の

違いについてお聞かせください。 

○議長（佐々木栄幸君） 中新井田衛生課長。 

○衛生課長（中新井田理君）  まず磁性物は粗大ご

み処理場で鉄として来た部分ですけど、それを破砕を

かけてやったものと、あとピックアップをした鉄の部

分を売払いをしたということで、その部分になります。

あと、単価でございますけども、アルミ缶につきまし

ては、令和２年度平均でトン11万7,300円だったもの

が20万6,175円、スチール缶につきましては、トン２

万8,776円が４万8,245円、あと磁性物、鉄くずですけ

ども、トン１万7,745円が４万1,580円、あとアルミく

ずでありますけども、トン５万875円が10万375円、あ

と破砕アルミですけども、トン３万 6,500円が８万

1,125円となっております。 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ６款繰越金、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ７款諸収入、質疑を許します。 

 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君）  15ページの下のほうに職員

研修事業助成金１万2,000円ってあるんですが、これ

はどういうことで入ってきているのかお聞かせくださ
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い。 

○議長（佐々木栄幸君） 板垣総務企画課長。 

○総務企画課長（板垣俊隆君） 職員研修事業助成

金でありますけども、岩手県市町村振興協会で研修を

受けた分で振興協会からその分の助成をいただいてい

るものです。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、説明を求めます。 

 板垣総務企画課長。 

○総務企画課長（板垣俊隆君） 20ページ、21ペー

ジをご覧ください。 

 科目ごとに、支出済額でご説明申し上げます。 

 １款１項１目議会費でありますが、66万6,977円で、

主な内訳は議員報酬45万8,999円となっております。 

 次に、２款総務費、１項総務管理費でありますが、

１目一般管理費は、7,123万1,583円で、主な内訳は職

員給与費5,109万5,212円、総務管理経費567万7,240円。 

 22ページ、23ページをご覧ください。 

 企画財務管理経費977万5,927円となっております。 

 24ページ、25ページをご覧ください。 

 ２項選挙費、１目選挙管理委員会費でありますが、

支出はございません。 

 ３項１目監査委員費は、24万3,750円となっており

ます。 

 次に、３款民生費、１項１目介護保険費は、11億

3,122万6,782円で、内訳は職員給与費4,419万5,572円、

介護保険特別会計介護総務費繰出金8,506万8,000円、

介護保険特別会計介護給付費繰出金８億9,256万5,000

円。 

 26ページ、27ページをご覧ください。 

 介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金１億

939万8,210円となっております。 

 次に、４款衛生費、１項衛生総務費でありますが、

１目衛生総務管理費は、3,488万5,072円で、主な内訳

は職員給与費 3,024万 6,217円、衛生管理経費 455万

8,855円となっております。 

 ２項保健衛生費、１目火葬衛生費は、4,622万5,046

円で、内訳は斎場維持管理経費1,215万1,046円、斎場

指定管理費2,967万4,000円、斎場施設補修費440万円

となっております。 

 28ページ、29ページをご覧ください。 

 ３項清掃費でありますが、１目ごみ焼却処理費は、

２億8,969万8,463円で、主な内訳はごみ焼却場維持管

理経費１億5,947万6,265円、ごみ焼却場施設補修費

5,750万8,000円、可燃ごみ収集経費7,221万9,798円と

なっております。 

 ２目粗大ごみ処理費は、３億3,882万6,188円で、主

な内訳は粗大ごみ処理場維持管理経費4,714万6,568円、

粗大ごみ処理場施設補修費6,602万9,700円。 

 30ページ、31ページをご覧ください。 

 再資源化処理場維持管理経費9,191万9,663円、資源

物収集経費9,310万7,566円となっております。 

 32ページ、33ページをご覧ください。 

 ３目し尿処理費は、31億3,461万3,166円で、主な内

訳はし尿処理場維持管理経費7,636万7,707円、汚泥再

生処理センター整備・運営事業費27億5,990万9,660円。 

 34ページ、35ページをご覧ください。 

 汚泥再生処理センター運営事業費2,063万4,288円、

し尿収集経費２億7,735万9,216円となっております。 

 次に、５款１項消防費でありますが、１目消防本部

費は、２億4,316万8,736円で、主な内訳は職員給与費

１億4,282万9,706円、消防本部防火衣整備経費1,097

万1,400円。 

 36ページ、37ページをご覧ください。 

 通信指令業務経費4,960万7,332円、消防業務経費

1,637万7,542円となっております。 

 40ページ、41ページをご覧ください。 

 ２目署所管理運営費は、10億4,049万8,356円で、主

な内訳は職員給与費９億6,025万427円、総務管理経費

久慈消防署分2,756万5,577円、消防業務経費久慈消防

署分1,181万9,338円。 

 42ページ、43ページをご覧ください。 

 車両管理経費久慈消防署分1,202万5,925円となって

おります。 

 46ページ、47ページをご覧ください。 

 ３目消防施設整備費は、署所施設整備経費久慈消防

署分で、393万5,333円となっております。 

 ６款１項公債費でありますが、１目元金は、地方債

元金償還金1,134万3,922円、２目利子は、地方債利子

償還金89万82円となっております。 

 ７款１項１目予備費でありますが、予備費からの充

用はございません。 

 以上で説明を終わります。 
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○議長（佐々木栄幸君） 歳出、１款議会費、質疑

を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ２款総務費、質疑を許します。 

 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君） 23ページに企画財務管理経

費ってあって報酬、職員手当、共済費ってあるんです

が、いわゆる連合における会計年度職員の人数ですね、

現在何人になって、この決算でいうと何人なっている

のか。会計年度職員制度についてはやってみてね、非

常に問題もあるというふうに認識し始めているんです

けど、昔の臨時職員のほうがずっといいような感じも

実はあるんですけども、３年で大体は終わりだという

ふうなこともあるし、出世ということも考えられない

しということなんで、やはりできるだけ臨時そして正

職員の採用が必要だと思うんですが、現時点における

会計年度職員の各課ごとでいいですけども、相対の人

数でもいいんですが、お聞かせください。 

○議長（佐々木栄幸君） 板垣総務企画課長。 

○総務企画課長（板垣俊隆君） 会計年度の職員数

ということでございますが、総務企画課に１名、衛生

課に１名、あと今はいないんですけども、し尿処理場

に令和３年度で５名、あと介護保険課に７名、合計で

14名となっております。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君）  介護保険課の７名の人たち

の中では審査するところの事務方がいますが、その

方々とも会計年度職員ですか。 

○議長（佐々木栄幸君） 板垣総務企画課長。 

○総務企画課長（板垣俊隆君） いわゆる調査員の

ことですけども、その方々も会計年度職員となってお

ります。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ３款民生費、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ４款衛生費、質疑を許します。 

 ６番、南一郎君。 

○６番（南一郎君） 29ページのごみ焼却処理、１

目のところです。各種測定委託料180万何がしなんで

すが、この測定結果、大気汚染状況等について伺いた

いと思います。  

 また、そのすぐ下に大気汚染賦課金ということでご

ざいますが、この中身についてお知らせ願います。 

○議長（佐々木栄幸君） 中新井田衛生課長。 

○衛生課長（中新井田理君）  各種測定状況という

ことでご質問がありました。 

 まずダイオキシンの測定につきましては、令和３年

度基準値が５ナノグラムＴＥＱパーノルマルリューベ

に対しまして、0.68と0.31ということで基準値内、あ

と焼却灰につきましては、基準値が３ナノグラムＴＥ

Ｑパーグラムに対しまして、１号炉につきましては

0.094、２号炉につきましては0.00079ということで、

こちらも基準値内ということになっております。 

 あと、ばいじんにつきましては、基準値はあります

けども、基準値が３ナノグラムＴＥＱパーグラムに対

しまして8.1ということで、こちらのほうは基準値は

超えておりますが、固化すればそちらのほうについて

は適用はしないということになっておりますので、こ

ちらのほうも適正に処理になっているところでありま

す。 

 あと、そのほかの測定の結果については毎月ホーム

ページ等で公表してですね、適正になっているという

ことでおりますので、そちらのほうご覧いただければ

と思います。 

 あと、大気汚染の賦課金ということのご質問であり

ますけども、こちらにつきましては毎年独立行政法人

環境衛生保全機構にその賦課金を納めているわけなん

ですけども、こちらの対象になっているのはごみ焼却

場の連合の施設であればごみ焼却場ということでばい

煙を発生する施設であれば、そちらのほう基準を超え

れば納めなければならないということで49万4,400円

を納めているという状況でございます。 

○議長（佐々木栄幸君） ８番、下舘岩吉君。 

○８番（下舘岩吉君） 27ページのこれは火葬場で

すか、電気料の部分に対してお尋ねしたいんですが、

794万6,000円という膨大な金額だと思うんですが、た

しかあそこソーラー発電である程度というか、どれく

らい賄っているのか、何％ぐらいが役に立っているの

かお知らせ願います。 

○議長（佐々木栄幸君） 中新井田衛生課長。 
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○衛生課長（中新井田理君） そちらの何％ぐらい

賄えているかどうかについてはちょっと調査をしてお

りませんので、今ちょっと資料ですね、取り寄せて答

弁したいと思います。 

○議長（佐々木栄幸君） ６番、南一郎君。 

○６番（南一郎君） 先ほどの答弁の中にあった基

準値を超えれば納めなければならないということは、

その基準とはどれを指す、基準値以内のように先ほど

は伺ったんですが。 

○議長（佐々木栄幸君） 中新井田衛生課長。 

○衛生課長（中新井田理君）  各種測定につきまし

ては、排出基準というものがございますので、そちら

のほうについては基準値内という形になりますけども、

大気汚染の賦課金につきましては、ばい煙を発生して

いる施設、そちらで施設であれば納めなければならな

いという基準がありますので、そちらのほうがそれ以

上の排出をしているということで納めているものにな

っております。 

○議長（佐々木栄幸君） ６番、南一郎君。 

○６番（南一郎君） この基準というのは、恐らく

超えれば人体に影響があるとか、そういうことのよう

に受け止められますが、この基準値との差異というん

ですか、どれぐらいオーバーしてこの賦課金に該当し

たものなのかということについてはいかがですか。 

○議長（佐々木栄幸君） 中新井田衛生課長。 

○衛生課長（中新井田理君）  基準値というかです

ね、そちらのほうの焼却施設なんですけども、ごみを

燃やした量によってそこの排出をしている二酸化炭素

とかを排出をしているわけなんですけども、その燃や

した量によってその金額が決まってくるということに

なりますので、幾らの基準値以上のものを排出してい

るかということではなくて、ごみの量に対しての賦課

金になります。 

○議長（佐々木栄幸君） ６番、南一郎君。 

○６番（南一郎君） するとこの賦課金というのは、

ごみの量によってまた変わってくるということでよろ

しいですか。 

○議長（佐々木栄幸君） 中新井田衛生課長。 

○衛生課長（中新井田理君）  はい、こちらのほう

につきましては、前年の１月から12月までの焼却した

ごみの量、そちらを基に翌年度に納める金額を算定、

計算して納めるようなものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木栄幸君） ６番、南一郎君。 

○６番（南一郎君） この次の違う項目でもいいで

すか。同じ衛生課。 

○議長（佐々木栄幸君） はい。 

○６番（南一郎君） じゃあ31ページ。資源ごみ商

品化委託料、それから資源ごみ中間処理委託料という

ことで7,000万ありますが、この２項目についての委

託内容と委託先についてお知らせ願いたいです。 

 また、もう１件33ページのこれは12節脱水汚泥運搬

リサイクル委託料と。その次に各種測定委託料、この

委託内容についてお知らせ願います。この２点。 

○議長（佐々木栄幸君） 中新井田衛生課長。 

○衛生課長（中新井田理君）  まず再資源ごみの再

商品化委託料につきましては、こちらのほうは先ほど

歳入のほうでもご説明したとおり、容器包装リサイク

ル協会、そちらのほうに瓶とかあとはプラスチック製

包装容器ですね、そちらのほうを委託をしているとい

うので、そちらのほうの委託金になります。また、そ

ちらの下の資源ごみ中間処理委託料、こちらにつきま

しては、容器包装プラスチックのそちらのほうをベー

ル化して、そちらの業者の先ほどの協会のほうにです

ね、渡してやるためにそちらのベール化をするための

中間処理の委託料となっております。 

 あとは33ページの汚泥運搬リサイクル委託料、こち

らにつきましては、し尿処理場で処理をしました脱水

汚泥を堆肥化するために業者に運搬をして堆肥化をす

るための委託料でございます。 

 あと、し尿の各種測定委託料でございますけども、

脱水汚泥の放射性物質の分析委託とあと放流水等につ

いての分析の委託となっております。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木栄幸君） ６番、南一郎君。 

○６番（南一郎君） 放射性物質の委託料というこ

とですが、結果についてはオーケーなんでしょうか。

オーケーというか、結果は問題なかったということで

すか。 

○議長（佐々木栄幸君） 中新井田衛生課長。 

○衛生課長（中新井田理君）  こちらの放射性物質

につきましては、し尿処理場もあとは焼却場のほうも

そちらのほうも分析をしておりますけども、基準値以

内となっております。 
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○議長（佐々木栄幸君） ６番、南一郎君。 

○６番（南一郎君） 31ページのほうなんですが、

ごみ資源商品化委託料、または資源ごみ中間処理委託

料、これは支出としてなってますが、この資源ごみと

いうのは販売もしているということですが、この相関

関係というか、その辺についてちょっとお聞かせ願い

たいですが。 

○議長（佐々木栄幸君） 中新井田衛生課長。 

○衛生課長（中新井田理君）  まずはこちらの資源

ごみの再商品化委託料でありますけども、こちらにつ

いては委託費を払って処分をしてもらっているという

ことで、収入のほうは令和３年度はございませんでし

た。 

○議長（佐々木栄幸君） 中新井田衛生課長。 

○衛生課長（中新井田理君）  先ほど、下舘議員の

ほうから答弁を保留しておりました、斎場のソーラー

のことでございますけども、ソーラーの発電によって

電気料が安くなっているというのはないそうです。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木栄幸君） ８番、下舘岩吉君。 

○８番（下舘岩吉君） そうすると、私、何回かあ

そこお邪魔させていただいて、楽しみながら掲示板を

見ているんですが、ただいま発電量とか、ただいま電

気料金とかっていうふうな話になりますけど、そのお

金はどこへ行っちゃうんですか。 

○議長（佐々木栄幸君） 中新井田衛生課長。 

○衛生課長（中新井田理君）  まずそちらのほうの

ソーラーのほうはついているんですが、発電をしてそ

この施設内で使える分は使うということのようなんで

すけども、まず販売についてはまずないということに

なります。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木栄幸君） ８番、下舘岩吉君。 

○８番（下舘岩吉君） ですから、幾ら発電して、

電気代に対する何％の効果がありますかっていうのを

私は最初に聞きたかったんです。 

○議長（佐々木栄幸君） 中新井田衛生課長。 

○衛生課長（中新井田理君） 申し訳ございません。

では、再度資料のほうですね、取り寄せてご答弁した

いと思います。 

○議長（佐々木栄幸君） ３番、小野寺豊議員。 

○３番（小野寺豊君） 29ページなんですが、斎場

の補修工事という、440万って計上されているんです

が、これの工事項目の１件なのか、複数件なのか、そ

れをお知らせください。 

○議長（佐々木栄幸君） 中新井田衛生課長。 

○衛生課長（中新井田理君）  まずこちらの斎場の

補修工事でございますけども、斎場には３つの火葬炉

がありますけども、まずそちらのほうの３つの炉のバ

ーナーコンバスターの交換とあと２号炉の主燃炉のれ

んがの全面補修等を行って、440万ということになっ

ております。 

○議長（佐々木栄幸君） 11番、黒沼繁樹君。 

○11番（黒沼繁樹君） 31ページのですね、先ほど

も出てきたんですが、資源ごみと資源物と使い分けて

いるみたいなんですが、その辺を教えてくれます。資

源物と資源ごみの使い分けなんですけど。 

○議長（佐々木栄幸君） 中新井田衛生課長。 

○衛生課長（中新井田理君） こちらの資源物か資

源ごみかというものの区分については特にこちらのほ

うで区分しているものではなく、まず分かりやすい表

現ということで、それぞれ分けて使っているようなも

のでございます。 

○議長（佐々木栄幸君） ９番、小倉利之君。 

○９番（小倉利之君） 先ほど来、環境のことも出

てましたが、29ページの低濃度ＰＣＢ収集運搬、これ

が13万2,000円なんですけども、このＰＣＢに関して

は恐らく昭和49年頃の事故を機に30年間かけて国が全

面的に処理をするということで、全国で５か所ぐらい

の処理工場があって、この辺は東北、関東の一部もで

すけども、北海道室蘭でやっているはずなんですけれ

ども、この13万2,000円というのはどういった内容の

金額なんでしょうか。 

○議長（佐々木栄幸君） 中新井田衛生課長。 

○衛生課長（中新井田理君）  まずこちらのＰＣＢ

の処理料につきましては、久慈地区粗大ごみ処理場で

発生しました第２キュービクル内の高圧トランス、そ

ちらのほうに低濃度のＰＣＢがあったということで、

昨年度業者のほうに運搬と処理をお願いしまして、収

集を行った業者が青森県八戸市のトーテツ資源株式会

社、そちらのほうが運搬をして、処分が東京鉄鋼株式

会社、こちらも青森県八戸市にある業者で処分をして

おります。 

 以上でございます。 
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○議長（佐々木栄幸君） ９番、小倉利之君。 

○９番（小倉利之君） 恐らくＰＣＢ処理センター

のほうからの業者さんも指定でなっているかと思うん

ですけれども、ただ変圧器とかコンデンサーっていう

のは多分ですね、今年の３月で終わって、安定器とか

汚染物っていうのが来年の３月で締め切られると思う

んですけれども、その回収率っていうのは大体どの程

度押さえていますか。恐らく東日本大震災で半分以上

は流出したという話もあるんですけれども、久慈広域

管内ではどの程度の残留といいますか、回収率になっ

ているでしょうか、押さえてますか。 

○議長（佐々木栄幸君） 中新井田衛生課長。 

○衛生課長（中新井田理君）  まずこちらのＰＣＢ

の関係でございますけども、こちらは連合の廃棄物処

理施設、そちらの補修をした際に発生したものという

ことで、その広域管内にどのぐらいの残っているもの

があるかというのについては存じていないところでご

ざいます。 

○議長（佐々木栄幸君） ９番、小倉利之君。 

○９番（小倉利之君） そうすると、2023年の、来

年の３月で工場っていうか、そういう回収は国として

は打ち切られるわけですけれども、その後発生した汚

染物に関してはどのような対応になるんでしょうか。 

○議長（佐々木栄幸君） 中新井田衛生課長。 

○衛生課長（中新井田理君）  まずはこちらの今、

分かる範囲でお答えしますけども、低濃度ＰＣＢ、こ

ちらのほうにつきましては法律で令和９年３月31まで

に処分することが決められているというふうに認識し

ているところでございます。 

○議長（佐々木栄幸君） 答弁を保留して、質疑を

打ち切ります。 

 ５款消防費、質疑を許します。 

 １番、大上智君。 

○１番（大上智君） 37ページから39ページにかけ

てですけども、１項１目17節の備品購入費の水難救助

資機材購入費1,232万円についてでございます。令和

３年度は消防本部でドライスーツ、防水ライト、救命

胴衣等の購入をしているようですが、当消防本部にお

いても消防法第36条の２の規定に基づく自治省令第22

条、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令

に記されておりますが、第３条に定められている救助

隊が水難救助隊、これは多分特別救助隊員ではないと

思うんですけども、水難救助隊としての警務活動をし

ているんでしょうか。 

 それから、沿岸部においては本年３月17日に本村に

おいても発生した海難事故を例に取っても消防、海保、

警察の救助隊の中においても最も身近にある消防隊が

即対応、機動性があることから、器具装備の充実を図

ることは必要不可欠なものでありますが、近年の温暖

化による異常気象の頻発を考えますと、ますます水難

救助の出動が多くなるものと考えられます。消防年報

を見ますと、小型船舶操縦士は33名ほど取得済みのよ

うですが、ここ何年かで徐々に備品購入を図っている

ようですが、今年度の予算を見ますと、ある程度の水

難救助用資機材は配備されているものと理解してよろ

しいのでしょうか。 

 また、日々の訓練ご苦労さんでございますが、実際

の救助実態における救助作業というか、救助活動の消

防における守備範囲というか、どこまでやるものか伺

います。 

○議長（佐々木栄幸君） 中屋敷消防次長。 

○消防次長（中屋敷亨君）  水難救助資機材につい

てご質問いただきました。 

 ご説明をいたします。この平成28年の台風10号水害、

それから令和元年台風19号水害の教訓をもとにですね、

令和３年に水難救助資機材を整備したところでござい

ます。このゴムボートは従前からですね、久慈署に３

艘、ほか各署所に１艘整備されていることから、計８

艘ですね、整備されていることから、ボート１艘につ

きまして５名の配置が可能となるようにドライスーツ、

救命胴衣等のですね、水難用資機材を８艘掛ける５名

分、計40セットを令和３年に装備したところでござい

ます。 

 これは海難用というわけではなくてですね、主に陸

上での水害対策という目的でこれを装備しております。

従前ですね、久慈消防は海を有しているものですから、

海用のアクアラング等ですね、装備をして、そちらの

ほうの対応もと考えた時期もありましたが、現状の装

備品、それから訓練の必要性等ですね、考慮して、ボ

ートで海には出ますが、アクアラングを装備しての海

中の捜索とかですね、救助活動は現状では無理と判断

しております。２次災害の防止のため、あるいは私ど

もの能力がそこまでないと今考えてですね、守備範囲

は海面のみというふうに考えております。ですので、
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箱眼鏡等使ってですね、水中の捜索はしますけども、

潜りはしないという程度でとどめております。あとは

そのほかは訓練につきましてはですね、海難の時期、

それから台風の時期等ですね、見据えて訓練はしてい

るところでございます。 

 そのほか、あとその海難事故に関してはですね、海

保との連携、それから久慈警察署等とのですね、連携

によりできる範囲の対応をしているという実情にござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木栄幸君） １番、大上智君。 

○１番（大上智君） そうすれば、一応消防本部っ

ていうか、消防本部において水難救助隊というのはあ

る、普通の一般の業務としてある部隊というか人数が

設定されて、その人数が水難救助隊というようなあれ

で兼務しているようなことですか。 

 それからと、一応３年度で1,232万円の資材購入し

ているわけですけども、ある程度今年度の予算見れば

300万でしたっけか。ある程度もう面に関しては資機

材的にはある程度はもう十分ということはないと思う

んですけども、そういうふうに理解してよろしいので

しょうか。 

○議長（佐々木栄幸君） 中屋敷消防次長。 

○消防次長（中屋敷亨君）  ご指摘のようにですね、

兼務という形で水難救助の部隊を編成しております。 

 それから、令和３年度に資機材をある程度そろえま

したので、現状では現在の資機材で対応できる範囲で

活動するという認識でございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木栄幸君） ６番、南一郎君。 

○６番（南一郎君） 35ページのですね、防火衣の

ところです。1,097万という。これは貸与計画という

んですか、貸与期間との整合性、それから整備内容に

ついて伺いたいと思います。 

 それから45ページの中段、救命士養成負担金のとこ

ろです。この418万2,000円っていう予算ですが、現在

の署所に配置している救命士の状況とそれから養成計

画というんですか、救命士の養成計画、配備計画につ

いてお知らせ願います。 

○議長（佐々木栄幸君） 久慈消防次長。 

○消防次長（久慈一志君） ご説明いたします。 

 令和元年度から３年計画で新基準となった防火衣を

整備したもので、令和３年度は47着を購入したものと

なっております。令和元年44着、令和２年33着、計

124着を購入しております。現場職員に対しての配備

は完了しております。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） 中屋敷消防次長。 

○消防次長（中屋敷亨君）  救急救命士に関するご

質問についてご説明をいたします。 

 令和３年度救急救命士の養成については２名の救命

士を養成しております。 

 配置状況でございますが、救急車１台につき４名以

上、基準では４名なんですが、４名以上の救命士を配

置するという計画で配置しております。各署所に、分

署であれば４名から５名、消防署には８名程度です。

久慈消防署には８名程度。洋野消防署には６名の救命

士を配置しております。 

 あと、計画でございますが、救急車８台ございます。

それで、救急車１台につき救命士は４名の基準でござ

いますので、計32名、ちなみにこの32名を維持できる

ようにですね、配備計画、第３次救急救命士養成計画

という、令和８年度までの計画が今現在進行中ですが、

年間１名から２名のですね、養成をして32名を維持で

きるようにですね、しております。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木栄幸君） 11番、黒沼繁樹君。 

○11番（黒沼繁樹君） ちょっとページ数、どこで

質問するのか分からないんですが、救急搬送困難事例、

事案っていうのがありますよね。あれは会計年度にお

いては当広域ではあったのかというのと、それ以降も

し、今年度はどうなのかっていうのを教えていただき

たい。 

○議長（佐々木栄幸君） 中屋敷消防次長。 

○消防次長（中屋敷亨君） 令和３年度につきまし

ては、救急搬送困難事例はございません。このコロナ

の時期でございますが、テレビ報道にあるような明確

な搬送困難事例というのはないんですが、久慈病院に

おいてですね、救急車内にいたまま検査をしてほしい

というようなことで、そのまま救急病院のほうに収容

しないままですね、救急車の中で検査をして陽性ある

いは陰性を確認した後に搬入するというようなことは

何件かございます。 

 令和４年度においてですね、久慈病院において何件
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かの重複して収容するというような案件がございまし

て、１日に15件の救急が集中した時期がございました。

そのときは搬送困難というか、病院のほうでちょっと

受入れを待ってほしいというような案件はありました。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木栄幸君） 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君） 先ほど救急救命士の件が出

たんですけど、ちょっとこの主要な施策成果の説明書

によればですね、総員が45名、実働37名というふうに

書いてあります。今の説明だと、救急車１台で４名必

要ということですが、この書類のとおりこういう数字

でいいのか。そして先ほど今年度２名、この決算年度

で２名養成したということになりますと、37名なって

47名なのかっていうことを教えてください。 

 そして総員数とね、実働の差がどうして出てくるの

か、結局幹部なって救急隊に入らない方々がいるとい

うふうに理解していいのか、その辺も含めて教えてく

ださい。45名と37名は決算時における数字なのか、先

ほどの２名がプラスになるのかどうかお聞かせくださ

い。 

○議長（佐々木栄幸君） 中屋敷消防次長。 

○消防次長（中屋敷亨君）  今議員からご指摘があ

ったような、そのとおりなんですが、総員45名という

のは私も救命士なんですが、私どものようにですね、

もう幹部職員となって現場に出ていない者。ただし国

家資格ですので、45名のとおり国家資格として人数に

は加えております。ただし、実働していない救命士と

いうことで、実際実働しているのは37名でございます。 

 ただし、その37名のうちには係長職の者もございま

す。ですので、係長職は研修はして資格は維持してお

りますが、実働救命士として数えてはおりますが、実

際活動しているのは、係長も活動はするんですが、メ

インではないというような状況で救命士の運用をして

おります。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木栄幸君） 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君） そうしますと、今年度、令

和３年度２名増やしたと。その中に37名の中に入って

いるのかということと、37名じゃ足らないけど、先ほ

ど令和８年度までに増やしていくんだというんですが、

その実働人数を幾らにしようと思っていますか。 

○議長（佐々木栄幸君） 中屋敷消防次長。 

○消防次長（中屋敷亨君）  救命士の試験は３月に

行われまして、翌年度の４月と５月に試験結果が発表

になります。ですので、この２名の養成はですね、37

名には入っておりません。 

 もう一つですね、年度ごとに何名をどんどん養成し

ていくのかということですが、先ほど申し上げました

とおり、最低でも32名は維持したいということで退職

者あるいは役職者に上がる者等おりますので、年間１

名から２名を毎年のように養成していくということで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ６款公債費、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ７款予備費、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、財産に関する調書の説明を求めます。 

 板垣総務企画課長。 

○総務企画課長（板垣俊隆君） 86ページ、87ペー

ジをご覧ください。 

 財産に関する調書について、ご説明申し上げます。 

 １公有財産（１）土地及び建物（総括）からご説明

をいたします。 

 この表の区分の縦の欄中、公用財産及び公共用財産

が行政財産、宅地からその他の施設までが普通財産で

あります。 

 まず、土地でありますが、し尿処理場の用途廃止に

伴い、財産の区分が行政財産から普通財産に変更とな

りますが、決算年度中の増減はなく、決算年度末現在

高の合計は16万1,411平方メートルとなっております。 

 次に、建物でありますが、表の一番下の合計欄の右

から２つ目の数字になりますけれども、木造及び非木

造を合わせた延べ面積の決算年度中増減高の合計は、

4,616平方メートルの増となっております。これは、

汚泥再生処理センターの建築等によるものであり、決

算年度末残高の合計は１万5,010平方メートルとなっ

ております。 

 次に、88ページ、89ページをご覧ください。 

 ２物品は、取得価格が80万円以上の重要物品の決算

年度中の増減高を表したものであります。 
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 決算年度中において８点の増となり、決算年度末現

在高は81点となっております。  

 最後に、３基金について、ご説明申し上げます。 

 （１）介護給付費準備基金でありますが、4,969万

4,000円を積立てし、決算年度末現在高は３億4,496万

2,000円となっております。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 この際、歳出の４款で８番、下舘岩吉君からの質疑

について答弁を保留しておりましたので、その答弁を

求めます。 

 中新井田衛生課長。 

○衛生課長（中新井田理君）  斎場のソーラーの発

電でございますけども、発電能力については10キロワ

ット以上というものでございますけども、それに対し

て斎場の使用料の何％になるかまではこちらのほうで

も把握しておりませんでしたので、どのぐらいになる

のかについては後でそこについては研究をしてですね、

機会があるときにお知らせしたいと思います。 

○議長（佐々木栄幸君） ８番、下舘岩吉君。 

○８番（下舘岩吉君） 斎場の取組がそれじゃおか

しいんじゃないですかっていうのを申し上げたいです。

だってああいうふうにモニターをつけているわけです

よね。皆さん興味あるわけですよね。本日の発電料ま

で表示しているわけです。その日の今、電気料金１キ

ロワットが何ぼするのか分かりませんですけども、そ

ういったものは毎日の数字とか毎月の統計とかで簡単

に出てくるはずなんですよね。そういったのをやって

いないというのももともとおかしいじゃないですか、

税金使っているんだから。 

○議長（佐々木栄幸君） 中新井田衛生課長。 

○衛生課長（中新井田理君）  まずこちらのモニタ

ーのほうには数字のほうは出るということなんですが、

そこの集計まで取れるようなシステムにはなっており

ませんので、以前それを設置したときには目視でどの

くらい発電なっているかということで記録を取ってい

たときもあるようですが、今そのシステム自体が故障

しているということで、今そこの部分の数値は取って

いないということのようなので、まずそちらの修理費

のほうについても幾らかかるのかも調査しながらです

ね、対応していきたいと思います。 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 次に討論でありますが、討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 討論はなしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 認定第１号「令和３年度久慈広域連合一般会計歳入

歳出決算」について、認定することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

    〔賛成者 起立〕 

○議長（佐々木栄幸君） 起立全員であります。 

 よって、認定第１号は認定することに決定いたしま

した。 

  この際、換気のため休憩いたします。再開は２時

25分といたします。 

    午後２時18分  休憩 

  ──―――――――――――――――――――――――- 

    午後２時25分  再開 

○議長（佐々木栄幸君） 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

   日程第６ 認定第２号 

○議長（佐々木栄幸君）  日程第６、認定第２号

「令和３年度久慈広域連合介護保険特別会計歳入歳出

決算」を議題といたします。 

 歳入、説明を求めます。 

 田髙介護保険課長。 

○介護保険課長（田髙慎君） 認定第２号「令和３

年度久慈広域連合介護保険特別会計歳入歳出決算」に

ついて、事項別明細書によりご説明申し上げます。 

 56ページ、57ページをお開き願います。 

 科目ごとに収入済額でご説明を申し上げます。 

 歳入、１款保険料、１項介護保険料、１目第１号被

保険者保険料でありますが、収入済額は13億916万340

円、収納率は98.54％で、前年度比0.17ポイントの増

となっております。 

 この内訳でありますが、１節現年度分特別徴収保険

料は、12億591万8,900円となっております。 

 ２節現年度分普通徴収保険料は、１億58万7,540円、

収納率は92.83％で、前年度比0.03ポイントの減とな

っております。 
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 ３節滞納繰越分普通徴収保険料は、265万3,900円、

収納率は18.56％で、前年度比3.72ポイントの増とな

っております。 

 なお、不納欠損額は602万1,770円となっております。 

 次に、２款使用料及び手数料、１項手数料、１目督

促手数料でありますが、10万1,100円となっておりま

す。 

 次に、３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護

給付費負担金は、介護保険法に基づく保険給付費に要

する費用の国の負担分であり、11億6,294万6,898円と

なっております。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金は、保険者間にお

ける介護保険の財政力格差を調整するため交付される

ものであり、５億3,453万7,000円となっております。 

 ２目地域支援事業交付金は、介護予防事業費等の地

域支援事業に対する交付金で、１億4,480万8,410円と

なっております。 

 58ページ、59ページをご覧ください。 

 ３目介護保険事業費補助金は、介護保険システム改

修に対する補助金で、144万円となっております。 

 ４目介護保険災害臨時特例補助金は、新型コロナウ

イルス感染症の影響による介護保険料の減免に対する

補助金で、12万4,000円となっております。 

 ５目保険者機能強化推進交付金は、高齢者の自立支

援・重度化防止等に関する取組を支援する交付金で、

992万8,000円となっております。 

 ６目介護保険保険者努力支援交付金は、高齢者の介

護予防・健康づくり等に関する取組を支援する交付金

で、1,043万7,000円となっております。 

 次に、４款１項支払基金交付金は、介護保険給付及

び地域支援事業に要する費用の第２号被保険者負担分

であり、18億3,569万4,145円となっております。 

 60ページ、61ページをご覧ください。 

 次に、５款県支出金、１項県負担金は、９億8,141

万7,026円となっております。 

 ２項財政安定化基金支出金は、ありませんでした。 

 ３項県補助金、１目低所得者利用対策交付金は、あ

りませんでした。 

 ２目地域支援事業交付金は、6,555万804円となって

おります。 

 ３目介護保険サービス利用者負担額特例措置支援事

業費補助金は、226万5,000円となっております。 

 次に、６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子

及び配当金は、介護給付費準備基金の運用利子であり、

１万9,589円となっております。 

 62ページ、63ページをご覧ください。 

 次に、７款繰入金、１項１目一般会計繰入金は、10

億8,703万1,210円で、これは、各市町村からの負担金

のうち、保険給付費、地域支援事業費及び事務分を、

一般会計から特別会計へ繰り入れたものであります。 

 ２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金は、

518万円となっております。 

 次に、８款１項１目繰越金は、令和２年度からの繰

越金で、１億3,880万2,486円となっております。 

 次に、９款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、

１目第１号被保険者延滞金は、第１号被保険者に係る

延滞金で、15万2,400円となっております。 

 ２項雑入、１目第三者納付金は、99万5,194円。 

 64ページ、65ページをご覧ください。 

 ２目返納金は、ありませんでした。 

 ３目雑入は、生活保護受給者に係る要介護状態等の

審査判定委託料４万6,415円となっております。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（佐々木栄幸君） 歳入、１款保険料、質疑

を許します。 

 ６番、南一郎君。 

○６番（南一郎君） 57ページの現年度分特別徴収

保険料のところで、これ三角印の141万8,000円、ここ

のところの還付未済額という表記になっていますが、

この説明をお願いしたいと思います。 

 もう一つですね、３節滞納繰越分ということで、不

納欠損額六百何がし、それから収入済額が265万、収

入未済額が562万、この状況についてどのように受け

止めているのかと対策と見通しをお願いしたいと思い

ます。 

○議長（佐々木栄幸君） 田髙介護保険課長。 

○介護保険課長（田髙慎君） まずご質問にありま

した特別徴収分のマイナスの還付未済額の部分になり

ます。こちらは特別徴収で保険料がさっ引きになった

方がですね、もう引かれているんですけれども、その

後お亡くなりになったりとかですね、その場合に実際

にはもう保険料のほうは引いてございますので、その

分の調定額のほうは減になるんですけれども、その分

が収入なった状態になります。それでその部分が後で
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また保険庁のほうにですね、お返しする、返還する形

になるんですけれども、そこまで期間がかかるもので

すから、こちらが還付未済という形になってございま

す。 

 あとは滞納繰越分に係る不納欠損分、あと収入未済

額、そちらの今後の対策というお話でございます。 

 こちらに関しましては、信田議員のご質問にもあり

ました滞納のですね、整理の形なんですけれども、令

和３年度からこれまでやっておりませんでした滞納処

分、預金の差押えのほう行ってございます。それに含

めまして、年に２回ないし３回のですね、催告書の送

付あとは電話催告、本来であれば臨戸のほうも行って

いるんですけれども、最近はコロナ等々の状況があり

ますので、臨戸訪問のほうは行っておりませんですけ

れども、そちらのほうのですね、滞納処分のほうは今

後とも各関係市町村とですね、情報を密にしながら、

情報を得ながらですね、さらなる滞納処分のほう進め

て、もちろん生活困窮の方は生活困窮であれなんです

けれども、所得があってその上で納めていない方々、

財産があって納めてない方々、そちらに関しては滞納

処分のほう実施して、さらなる滞納額の縮減のほうに

取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君） 今の不納欠損なんですけど、

資料を見るとですね、生保関係で20万5,000円とか。

生活困窮で316万。その他って226万1,000円ってある

んですが、このその他に分類される方々はどういうこ

となんですか。その他っていうのは全然見えてこない

んですけど、いずれこれ見ると大変やむを得ない、亡

くなったとか、居所不明とか、生保受給とかという形

で資料見るとやむを得ない方々だなという感じを受け

るんですけど、お聞かせください。 

○議長（佐々木栄幸君） 田髙介護保険課長。 

○介護保険課長（田髙慎君） ご質問のございまし

たその他の事由でございます。 

 その他のところに分類される中身といたしましては、

賦課に不服のあるもの、あと納付意識の低いもの、あ

と一時的付加のため納付できなかったもの、教育費の

支出の多大なもの、出稼ぎ・二重生活による支出が増

大なものといたしまして、こちらの項目に関しては市

の税の部分での項目に準じている部分になります。そ

の中でも多いのは一応納税意識の低いもの、こちらの

ほうが多い形になってございます。こちらに関しまし

てはやはり資産のある方々、その上で納付されていな

い方々の部分が多いので、そちらに関しましては今後

ですね、交渉のほう進めてまいりたいと思っておりま

す。  

 それと、あと生活保護受給者等々のお話もございま

した。もちろん低所得で生活困窮の方々もございます。

そちらに関しましてはですね、負荷がかかっている部

分、どうしてもそちらは否めないものでございますの

で、そちら相談等々ですね、進めてそれで生活の維持

が困難だということであれば、福祉事務所等々にもで

すね、紹介するなり、事案のそちらの解消というとち

ょっと失礼なんですけれども、そちらの生活の改善で

すね、維持ができるような方向を模索してまいりたい

と考えております。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ２款使用料及び手数料、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ３款国庫支出金、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ４款支払基金交付金、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ５款県支出金、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ６款財産収入、質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ７款繰入金、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ８款繰越金、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ９款諸収入、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 
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 次に、歳出、説明を求めます。 

 田髙介護保険課長。 

○介護保険課長（田髙慎君） 続きまして、歳出で

あります。 

 68ページ、69ページをお開き願います。 

 科目ごとに、支出済額でご説明申し上げます。 

 １款介護総務費、１項介護総務管理費、１目一般管

理費は、介護保険に係る一般管理経費で、 4,050万

2,951円となっております。 

 ２項徴収費は、収納事務に係る印刷経費等で、105

万3,626円となっております。 

 ３項介護認定審査会費は、要介護、要支援の審査判

定業務に係る経費で、5,301万2,547円となっておりま

す。 

 70ページ、71ページをご覧ください。 

 ４項趣旨普及費は、介護保険制度の周知、啓発に係

る経費で、14万3,000円となっております。 

 次に、２款保険給付費は、支出済額が65億1,962万

8,589円で、前年度比1億5,012万9,987円、2.36％の増

であります。 

 １項介護サービス等諸費は、要介護１から要介護５

までの認定者に係る給付費で、58億5,699万5,223円と

なっており、１目居宅介護サービス給付費から10目特

例居宅介護サービス計画給付費までとなります。 

 74ページ、75ページをご覧ください。 

 ２項介護予防サービス等諸費は、要支援１・２の認

定者に係る給付費で、１億1,644万466円となっており、

１目介護予防サービス給付費から８目特例介護予防サ

ービス計画給付費までとなっております。 

 76ページ、77ページをご覧ください。 

 ３項その他諸費は、岩手県国民健康保険団体連合会

に支払う審査支払手数料で、491万220円となっており

ます。 

 ４項高額介護サービス等費は、利用者の自己負担額

について、所得状況に応じて、一定の上限額を超えた

分を給付するものであり、１億7,194万6,209円となっ

ております。 

 ５項高額医療合算介護サービス等費は、介護保険と

医療保険の負担合計額について、所得状況に応じて、

一定の上限額を超えた分を給付するものであり、

1,563万8,352円となっております。 

 78ページ、79ページをご覧ください。 

 ６項特定入所者介護サービス等費は、住民税非課税

等、低所得者に対する、食費・居住費の負担が限度額

を超えた分を給付するものであり、３億5,369万8,119

円となっております。 

 ７項その他のサービス等費は、障害者ホームへルプ

サービスを利用していた低所得者に係る負担軽減分の

給付費でありますが、支出はありませんでした。 

 次に、３款地域支援事業費は、総合事業のサービス

給付費及び管内の市町村が設置している地域包括支援

センターに対する事業の委託料等で、４億 2,871万

8,099円。前年度比較、892万7,960円、2.13％の増で

あります。 

 １項介護予防・生活支援サービス事業費は、総合事

業のサービス給付費等で、１億9,007万8,044円となっ

ております。 

 80ページ、81ページをご覧ください。 

 ２項一般介護予防事業費は、総合事業開始後の旧介

護予防事業移行分の委託料で、6,048万1,338円となっ

ております。 

 ３項包括的支援事業・任意事業費は、地域包括支援

センターの運営費及び在宅医療・介護連携推進事業な

どの委託料で、１億7,736万1,207円となっております。 

 ４項その他諸費は、岩手県国民健康保険団体連合会

に支払う総合事業分の審査支払手数料で、79万7,510

円となっております。 

 82ページ、83ページをご覧ください。 

 次に、４款基金積立金は、介護給付費準備基金積立

金で、5,487万3,719円となっております。 

 次に、５款諸支出金は、過年度分に係る、第１号被

保険者への保険料還付金及び国・県支出金の前年度精

算に係る返還金等で、2,112万9,902円となっておりま

す。 

 次に、６款予備費でありますが、予備費からの充用

はありませんでした。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（佐々木栄幸君） 歳出、１款介護総務費、

質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ２款保険給付費、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 
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 ３款地域支援事業費、質疑を許します。 

 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君） 介護保険ちょっと複雑でね、

このね、地域支援事業の推進ということで主要な成果

を説明する資料で５ページからあるんですよね。これ

いわゆる要支援１・２の方々が対象となる市町村と委

託契約をして進めている内容だというふうに伺ってい

ますが、特に包括支援事業費１億6,400万、これは設

置状況は久慈市が１、洋野町が２、野田村が１、普代

村１ということで全部直営になっていまして、職員の

状況がですね、この資料によれば久慈市が21人、洋野

町が11人、野田村が３人、普代村５人ということにな

っております。予算書で見るとすね、多分これは包括

支援事業費の委託料だと思うんですが、要は80ページ

のことではないかと思うんですけど、この資料で見る

と久慈市が4,673万3,000円委託費、洋野町が3,323万

7,000円、野田村が1,100万、普代村が900万、合計１

億12万2,659円というふうになっておりますが、この

予算は予算書でいうとどこでしょうか。お聞かせくだ

さい。 

○議長（佐々木栄幸君） 田髙介護保険課長。 

○介護保険課長（田髙慎君）  今、城内議員からご

質問のありました地域支援の委託料でございますけれ

ども、ページ数でいけば80ページ、81ページになりま

す。３款３項１目の包括的支援事業、こちらの委託料、

こちらになってございます。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君） 回数制限されてますが、た

だね、金額が合わないんですよね、これね。相対的に

地域支援推進事業自体は市町村との委託契約でやって

いるんだということでございます。ところが私どもは

この委託契約実際見たことないんですよね。だからぜ

ひ今後市町村との委託の内容について、委託契約内容

についてやっぱり資料としてですね、これ提示してい

ただかないと委託の内容が分かりませんので、今回間

に合わないにしてもいずれ次回までにはですね、市町

村との地域支援事業について、これはアからですね、

介護予防から一般予防事業から包括支援事業、それか

らエで任意事業というふうにこれはオまでありますね、

その他諸費というのがありますから、この内容につい

てやっぱり分かるような委託契約内容について資料と

してですね、一緒に提示をしていただかないと見えて

こないんですが、対応をお聞かせください。 

○議長（佐々木栄幸君） 田髙介護保険課長。 

○介護保険課長（田髙慎君）  城内議員から今お話

のございました、まず金額と合わない部分という話で

ございます。 

 先ほど申しました３款３項１目の１億6,400万何が

しっていうのはですね、地域包括支援センター運営分

とですね、あと社会保障充実分ということがございま

して、その部分合わせれば１億6,400万何がしという

形になってございます。 

 それとあと地域支援事業の保険者、広域連合と市町

村との委託契約についてということでございます。 

 お話のありましたその部分に関しましては、次回ま

でにですね、分かりやすい資料のほう等何かそろえて

ですね、ご提示したいと思ってございますので、ご理

解願います。 

○議長（佐々木栄幸君） 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君） いずれお金の流れがですね、

ちょっと見えてこなかったものですから、例えば先ほ

どのちょっと勉強した中でね、いわゆる介護保険事業

については施設との関係ですが、結局各施設から国保

連に請求あって、国保連から請求が来て、国保連に連

合が払って、国保連から介護給付費が各施設に行くっ

ていうふうになっているといったね、その辺の流れも

分かるような状況がないとですね、決算書見たときに

どうなっとんのやということになりますので、その辺

の流れについても流れはこうですよというような資料

があればいいし、それから先ほど委託契約について次

回までには出したいという話も出てますので、議長ご

配慮いただきますようお願いしておきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） 田髙介護保険課長。 

○介護保険課長（田髙慎君） 今、議長への要請と

いうことでしたけれども、今、城内議員のほうからお

話がありました介護保険給付のですね、お金の金銭的

な流れにつきましても、そこを併せまして分かりやす

い資料のほう何か調製してまいりたいと考えておりま

すので、よろしくお願いします。 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ４款基金積立金、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ５款諸支出金、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ６款予備費、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 次に討論でありますが、討論はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 認定第２号「令和３年度久慈広域連合介護保険特別

会計歳入歳出決算」については、認定することに賛成

の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者 起立〕 

○議長（佐々木栄幸君） 起立全員であります。 

 よって、認定第２号は認定することに決定いたしま

した。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

   日程第７ 議案第１号 

○議長（佐々木栄幸君）  日程第７、議案第１号

「令和４年度久慈広域連合一般会計補正予算（第１

号）」を議題といたします。 

 この際、審議方法についてお諮りいたします。審議

は歳入・歳出別に説明を受け、款ごとに質疑を行い、

審議を行うことにしたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） ご異議なしと認めます。

よって、そのように決しました。 

 なお、議案第２号に係る審議につきましても同様の

審議方法といたしますので、ご了承願います。 

 第１条歳入歳出予算の補正、歳入、説明を求めます。 

 板垣総務企画課長。 

○総務企画課長（板垣俊隆君） 議案第１号「令和

４年度久慈広域連合一般会計補正予算（第１号）」に

ついて、歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明

申し上げます。 

 ８ページ、９ページをご覧ください。 

 歳入、１款分担金及び負担金、１項負担金でありま

すが、前年度繰越金の市町村負担金への充当などによ

り、１目総務負担金は612万3,000円の減、２目介護保

険負担金は4,936万5,000円の減、３目火葬負担金は

305万 6,000円の増、４目塵芥処理負担金は 1,097万

6,000円の減、５目し尿処理負担金は、3,355万8,000

円の減、６目消防負担金は2,755万円の減、この項は

合わせて１億2,451万6,000円の減額を計上いたしまし

た。 

 なお、市町村ごとの負担金の増減でありますが、16

ページをご覧ください。 

 市町村負担金賦課表の右下、比較の合計欄になりま

す。 

 久慈市6,888万6,000円の減、洋野町3,597万8,000円

の減、野田村1,081万円の減、普代村884万2,000円の

減となっております。 

 それでは前に戻っていただきまして、10ページ、11

ページをご覧ください。 

 ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費負担

金でありますが、低所得者保険料軽減負担金 23万

1,000円の増額を計上いたしました。 

 ４款県支出金、１項県負担金、１目民生費負担金で

ありますが、低所得者保険料軽減負担金11万5,000円

の増額を計上いたしました。 

 ６款１項１目繰越金でありますが、前年度繰越金、

9,425万6,000円の増額を計上いたしました。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（佐々木栄幸君） 歳入、１款分担金及び負

担金、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ３款国庫支出金、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ４款県支出金、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ６款繰越金、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、説明を求めます。 

 板垣総務企画課長。 

○総務企画課長（板垣俊隆君） 次に、歳出であり

ますが、12ページ、13ページをご覧ください。 
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 歳出、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費でありますが、総務管理経費229万9,000円の増額を

計上いたしました。 

 ３款民生費、１項１目介護保険費でありますが、職

員給与費127万円の増、介護保険特別会計介護総務費

繰出金911万円の減、介護保険特別会計介護給付費繰

出金3,936万9,000円の減、介護保険特別会計低所得者

保険料軽減繰出金55万8,000円の増、合わせて4,665万

1,000円の減額を計上いたしました。 

 ４款衛生費でありますが、１項衛生総務費、１目衛

生総務管理費は、職員給与費127万円の減額を計上い

たしました。 

 ２項保健衛生費、１目火葬衛生費は、斎場維持管理

経費282万6,000円の増額を計上いたしました。 

 14ページ、15ページをご覧ください。 

 ３項清掃費、１目ごみ焼却処理費は、ごみ焼却場維

持管理経費717万8,000円の増額、２目粗大ごみ処理費

は、粗大ごみ処理場維持管理経費43万8,000円の増、

最終処分場維持管理経費53万5,000円の増、合わせて

97万3,000円の増額、この項は、合わせて815万1,000

円の増額を計上いたしました。 

 ５款１項消防費でありますが、１目消防本部費は、

職員被服貸与経費264万6,000円の増額、２目署所管理

運営費は、総務管理経費久慈消防署分208万5,000円の

増額、この項は、合わせて473万1,000円の増額を計上

いたしました。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（佐々木栄幸君） 歳出、２款総務費、質疑

を許します。 

 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君）  説明の欄に報償費、弁護士

報酬48万4,000円ってありますが、これは顧問弁護士

料なのか、どういうことで弁護士の報酬が出たのかお

聞かせください。 

○議長（佐々木栄幸君） 板垣総務企画課長。 

○総務企画課長（板垣俊隆君） 当初予算で計上し

た弁護士費用は裁判で今年度の分は使い切ってしまっ

たので、今後また裁判になる可能性もありますので、

その分の経費として48万4,000円計上させていただき

ました。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君） 裁判は東電の関係ですか、

ちょっと。内容は。裁判についてはどういう裁判です

か。 

○議長（佐々木栄幸君） 板垣総務企画課長。 

○総務企画課長（板垣俊隆君） 裁判の内容、具体

的にはあんまりあれなんですが、この方もう６回裁判

やってまして、ずっと介護保険の関係で連合が徴収す

るべきではないとかそういった内容になっておりまし

て、以上でございます。 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ３款民生費、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ４款衛生費、質疑を許します。 

 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君）  ４款からずっとほかもそう

ですけど、電気料金がね、これぐらいの関係だと思う

んですけども、電気料金が補正計上なったけど、今後

ともね、この電気料金の補正計上はまた必要になって

くるのかという気がするんですが、どういう予想を立

てていますか。 

○議長（佐々木栄幸君） 中新井田衛生課長。 

○衛生課長（中新井田理君）  今回は衛生費の分の

電気料でございますけども、こちらにつきましては今

年度の４月から７月までの伸び率を前年支払った分に

掛けて算出をしております。その伸び率とすれば26％

ぐらいということで、今それ以上に電気料のほうも上

がっておりますので、今後足りなくなる部分について

はまた補正等でお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ５款消防費、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 議案第１号「令和４年度久慈広域連合一般会計補正

予算（第１号）」は、原案のとおり決することに賛成

の諸君の起立を求めます。 
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    〔賛成者 起立〕 

○議長（佐々木栄幸君） 起立全員であります。 

 よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

   日程第８ 議案第２号 

○議長（佐々木栄幸君）  日程第８、議案第２号

「令和４年度久慈広域連合介護保険特別会計補正予算

（第１号）」を議題といたします。 

 第１条歳入歳出予算の補正、歳入、説明を求めます。 

 田髙介護保険課長。 

○介護保険課長（田髙慎君）  それでは、議案第２

号「令和４年度久慈広域連合介護保険特別会計補正予

算（第１号）」について、歳入歳出補正予算事項別明

細書によりご説明申し上げます。 

 ８ページ、９ページをお開き願います。 

 歳入、３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護

給付費負担金は、介護職員等ベースアップ支援加算に

よる現年度分介護給付費負担金577万6,000円の増額を

計上。 

 ２項国庫補助金でありますが、２目地域支援事業交

付金は、ベースアップ加算による現年度分地域支援事

業交付金22万9,000円の増、３目介護保険事業費補助

金は、介護報酬改定に伴う介護保険システム改修事業

費補助金４万 3,000円の増、この項、合わせて 27万

2,000円の増額を計上いたしました。 

 次に、４款１項支払基金交付金でありますが、１目

介護給付費交付金は、現年度分介護給付費交付金

1,271万2,000円の減、２目地域支援事業支援交付金は、

現年度分地域支援事業支援交付金214万5,000円の減、

この項、合わせて1,485万7,000円の減額を計上いたし

ました。 

 次に、５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付

費負担金は、ベースアップ加算による現年度分介護給

付費負担金472万9,000円の増額を計上。 

 ３項県補助金、２目地域支援事業交付金は、ベース

アップ加算による現年度分地域支援事業交付金11万

4,000円の増額を計上いたしました。 

 次に、７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般

会計繰入金でありますが、介護総務費繰入金911万円

の減。 

 10ページ、11ページをご覧ください。 

 介護給付費繰入金3,936万9,000円の減、低所得者保

険料軽減繰入金55万8,000円の増、この項、合わせて

4,792万1,000円の減額を計上。 

 ２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金は、

824万3,000円の増額を計上いたしました。 

 次に、８款１項１目繰越金は、前年度繰越金１億

7,157万3,000円の増額を計上いたしました。 

 次に、９款諸収入、２項雑入、１目第三者納付金は、

56万7,000円の増額を計上いたしました。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（佐々木栄幸君） 歳入、３款国庫支出金、

質疑を許します。 

 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君） 総括質疑のときに予告しま

したが、このベースアップの分がこの１款、ここ３款

ということですね、それから３款２項でもさらには５

款の県支出金でも補助金でもあるわけですけれども、

このベースアップの内容ですね、お聞かせください。

何％っていうのか、金額でいうと幾らぐらいのことに

なるのかお聞かせください。 

○議長（佐々木栄幸君） 田髙介護保険課長。 

○介護保険課長（田髙慎君）  ベースアップ加算の

内容についてでございます。 

 こちらに関しましては、今年の10月以降について令

和４年度の介護報酬の改定を行いまして、介護職員の

収入を３％、30万円と仮定しましたらそれの３％で

9,000円相当ですね、を引き上げるための策を講じる

ということで、ベースアップ加算ということになりま

して、介護給付費の加算というか上乗せというか、そ

のような形で給付する形になります。 

 それぞれいろいろな事業あるんですけれども、そち

らの内容につきましては、それぞれの事業に応じて国

から示された率が設定されてございます。その率を合

わせて、そしてそれぞれの事業所に介護の給付費とし

て給付してやる形になります。こちらの給付に関しま

しては、事業所からの申請に基づいて給付するものと

なっている状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐々木栄幸君） 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君） 申請主義だと。事業者から

申請がないとってことですが、申請は100％出ている

のでしょうか。事業者が申請しないと従業員の改善が

できないということなってますが、その辺は各事業所
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から100％出ているのか。 

 それから、地域支援事業交付金については、市町村

との契約の中で出ていますよね。市町村との契約の中

ですが、市町村からはそのベースアップについての申

請は出ているのかお聞かせください。 

○議長（佐々木栄幸君） 田髙介護保険課長。 

○介護保険課長（田髙慎君）  ただいまのご質問、

申請に基づいてということで、全ての事業所から申請

上がっているかというご質問でございます。 

 こちらに関しましては、いろんな事業所あるんです

けれども、まず施設数のほうで捉えている部分でご説

明いたしますと、管内にですね、施設数とすれば約90

ございます。そのうち届出がなされているのは72、大

体率とすれば80％、２割部分に関しては申請が出され

ていない状況でございます。 

 あとは、まず給付のほうでございますけれども、こ

ちらは先ほど申しましたけれども、基本的には保険の

部分の給付費に算定される部分ではありますけれども、

実際３款の地域支援事業の部分に関してもベースアッ

プ加算によるということで介護予防生活支援サービス

事業分としてそちらのほうは計上しているところでご

ざいます。  

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君） 事業者のうち８割しか申請

していないということになると、２割の事業所で働く

人にはそのベースアップはですね、届かないというこ

となんですね。そういった意味ではぜひ申請するよう

指導するとかそしたら職員のベースアップはどうして

も必要なんでですね、本当に低い賃金で働いている事

実があるわけですから、この9,000円のアップって本

当に少ないんですよね。もっともっと上げてやらない

のに、しかも申請主義で２割は申請していないとなる

と、そこで働いている人は上がらないということにな

るわけです。 

 それから、市町村との関係でいうと、包括支援セン

ターで働いている人たちが対象になるんじゃないかと

いうふうに思うんですが、それはそのとおりでよろし

いでしょうか。例えば久慈市は21人さっき言ったよう

に洋野町が11人、野田村３人、普代村３人という、こ

の方たちも今回のベースアップの対象になるというふ

うに捉えていいんでしょうか。 

○議長（佐々木栄幸君） 田髙介護保険課長。 

○介護保険課長（田髙慎君）  市の包括支援センタ

ーの部分が対象になるかというご質問でございます。

そちらに関しましてはちょっと確認させてください。

改めて答弁させていただきます。 

 失礼いたしました。市町村は対象とならないという

ことでございます。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） 笹原事務局長。 

○事務局長（笹原賢二君） 申請についてですね、

事業所への勧奨ということだったんですが、こちらに

ついてはですね、保険者として何ができるかですね、

検討していきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ４款支払基金交付金、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ５款県支出金、質疑を許します。 

 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君） 今の答弁ね、市町村は対象

にならないというけど、何でこの地域支援事業交付金、

さっきベースアップ分って言ったけど、何で出ないん

ですか。だって県支出金の地域支援交付金でさっきベ

ースアップ分って言いましたけど、これどこへ行っち

ゃうんですか、お聞かせください。 

○議長（佐々木栄幸君） 田髙介護保険課長。 

○介護保険課長（田髙慎君）  失礼いたしました。

地域支援事業の市町村対象にならない部分ということ

でのご質問でございます。  

 地域支援事業、こちらのほうは市町村で行う事業と

はなってございますけれども、市町村からまたですね、

市町村から事業所に対して行う事業等々ございますの

で、そちらを対象となってくるということでございま

す。 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ７款繰入金、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ８款繰越金、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 
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 ９款諸収入、質疑を許します。 

 ６番、南一郎君。 

○６番（南一郎君） 11ページ、第三者納付金とい

うことで56万7,000円ということなんですが、この中

身についてお伺いしたいのですが。 

○議長（佐々木栄幸君） 田髙介護保険課長。 

○介護保険課長（田髙慎君）  ただいまの第三者納

付金に関する中身ということでの質問でございます。 

 こちらに関しましては、令和２年11月12日から令和

３年５月12日分の対象となっているんですけれども、

中身とすればデイサービス送迎中のスリップ事故によ

る第三者行為ということで、そちらの納付金になって

ございます。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出、説明を求めます。 

 田髙介護保険課長。 

○介護保険課長（田髙慎君） それでは、歳出につ

いてご説明いたします。 

 12ページ、13ページをお開き願います。 

 歳出、１款介護総務費、１項介護総務管理費、１目

一般管理費は、介護保険総務事務費21万4,000円の増

額を計上いたしました。 

 次に、２款保険給付費、１項介護サービス等諸費で

ありますが、１目居宅介護サービス給付費は、695万

5,000円の増、３目地域密着型介護サービス給付費は、

1,120万9,000円の増、５目施設介護サービス給付費は、

1,377万5,000円の増、この項、合わせて3,193万9,000

円の増額を計上。 

 ２項介護予防サービス等諸費でございますが、１目

介護予防サービス給付費は、20万4,000円の増、３目

地域密着型介護予防サービス給付費は、18万8,000円

の増、この項、合わせて39万2,000円の増額を計上い

たしました。 

 14ページ、15ページをご覧ください。 

 次に、３款地域支援事業費、１項１目介護予防・生

活支援サービス事業費は、92万円の増額を計上いたし

ました。 

 次に、４款１項基金積立金、１目介護給付費準備基

金積立金は、6,502万1,000円の増額を計上いたしまし

た。 

 次に、５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、

２目償還金は、前年度保険給付費負担金の精算返還金

として、国庫支出金等過年度分返還金3,001万円の増

額を計上いたしました。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（佐々木栄幸君） 歳出、１款介護総務費、

質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ２款介護給付費、質疑を許します。 

 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君） 先ほど72施設からベースア

ップの要請が来ていると、申請が来ていると。このベ

ースアップ部分というのはそうしますと、72施設で何

人分ということになるのかお聞かせください。 

○議長（佐々木栄幸君） 田髙介護保険課長。 

○介護保険課長（田髙慎君） 介護職員の人数とい

うことで今ご質問ございました。72施設というより、

まず全体でですね、うちで押さえている部分になるん

ですけれども、約1,000人弱ですね。こちらちょっと

実態調査、昨年のですね、令和３年の４月１日時点で

の実態調査での職員になります、職員数なんですけれ

ども、987名、全体でですね、という形で捉えており

ます。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君） 申請する場合に恐らく申請

書には人数も書いてくると思いますよ。人件費ですか

らね。だから何人分。だからこの人が何人分だってい

う形の申請をしていると思うんです。そうするとそれ

をトータルすると人数が出てくると思うんですが、そ

ういう申請内容になってないのかどうか。 

 それからせっかくね、ベースアップするんだという

施策をするんだけども、真面目な経営者もいるし、そ

うでない経営者もいるわけですよ。すると、そのベー

スアップ分がストレートに従業員に渡る、労働者に渡

るという場合もあるし、そうでないということも考え

られるわけです。そういった意味ではそういった追跡

調査についてはですね、きちっとしてもらわないと、

私はせっかくのこの施策も駄目だと思います。そうい

った追跡調査も今後きちんとしていただきたいんです

が、そのことについてもお聞かせください。 

○議長（佐々木栄幸君） 田髙介護保険課長。 



３５ 

○介護保険課長（田髙慎君）  城内議員の今ご質問

のございました申請に係る部分の人数ですね、申請書

に係る人数なんですけれども、申請書に人数の記載

等々はございません。 

 それと、実際その事業を行った後にですね、そちら

の確認ということに関しましては、毎年ですね、実績

報告を出さなければいけないことになってございます。

そちらのほうでベースアップ加算を受けた、まずベー

スアップ加算として出た金額とあと前年度比較いたし

まして、そちらのほうが人件費で合わせて増なってい

るいうこと、あとはベースアップ加算という加算にな

った部分の３分の２以上は人件費のほうに振り向けら

れてることとされておりますので、そちらは実態調査

で確認していくこととなっております。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ３款地域支援事業費、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ４款基金積立金、質疑を許します。 

 ６番、南一郎君。 

○６番（南一郎君） 補正前の金額２万5,000円とい

うことですが、この6,500万何がしですが、補正根拠

について伺います。 

○議長（佐々木栄幸君） 田髙介護保険課長。 

○介護保険課長（田髙慎君）  基金積立金の今年度

分の増額の6,500万何がしの根拠ということでござい

ます。こちらに関しましては、昨年度からの繰越金が

１億7,000万何がし、繰越金あるんですけれども、そ

の繰越金をそれぞれの給付費であるとかそれぞれに充

当して残った部分をこちらの基金として積み立てる形

になりますので、その繰越金の必要経費を差っ引いた

分という形で理解していただければよろしいかと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） 14番、城内仲悦君。 

○14番（城内仲悦君） 結果として最終この決算で

ね、この補正後の決算で積立額は幾らになりますか。 

○議長（佐々木栄幸君） 田髙介護保険課長。 

○介護保険課長（田髙慎君）  こちらで増額分とし

て6,500万何がしの部分積み立てて、あと減額も補正

がございましたその分見込みですけれども、4,285万

2,000円減額になりますので、トータルすると残高と

いたしましては３億6,715万6,136円、こちらが現在の

見込み残高となってございます。  

 以上です。 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 ５款諸支出金、質疑を許します。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 次に、討論でありますが、討論はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木栄幸君） 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 議案第２号「令和４年度久慈広域連合介護保険特別

会計補正予算（第１号）」は、原案のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者 起立〕 

○議長（佐々木栄幸君） 起立全員であります。 

 よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

   閉会 

○議長（佐々木栄幸君） 以上で、本定例会の日程

は全部終了いたしました。 

 これをもって本日の会議を閉じ、第11回久慈広域連

合議会定例会を閉会いたします。 

 どうも長い間ありがとうございました。ご苦労さま

でした。 

    午後３時26分  閉会 



 

 


